
狛江市

令和８年○月

狛江市避難行動要支援者支援及び

福祉避難所設置・運営に関するプラン

（令和８年修正（案））

令和８年４月６日

庁 議 資 料





目次

第１章 はじめに........................................................ - 1 -

１ 背景及び目的...................................................... - 1 -

２ プランの位置付け.................................................. - 2 -

第２章 避難行動要支援者の支援に関すること.............................. - 3 -

１ 避難支援等関係者.................................................. - 3 -

２ 避難行動要支援者名簿の概要 ....................................... - 3 -

３ 名簿に掲載する者の範囲............................................ - 6 -

４ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法.......................... - 7 -

５ 名簿作成等の関係部署の役割分担.................................... - 9 -

６ 名簿提供の範囲.................................................... - 9 -

７ 名簿の更新に関する事項 .......................................... - 10 -

８ 名簿の提供に際し情報漏えいの防止措置等 .......................... - 10 -

９ 要支援者が円滑に避難するための通知又は警告の配慮 ................ - 11 -

10 避難支援等関係者に所属する者の安全確保 .......................... - 12 -

11 被災者台帳と連動したヒアリングシートの作成 ...................... - 12 -

12 避難支援等関係者への依頼事項..................................... - 13 -

13 支援体制の確保................................................... - 16 -

14 名簿情報の提供に不同意であった者に対する支援体制 ................ - 16 -

15 避難支援に協力を依頼する企業団体等との協定締結 .................. - 16 -

16 要支援者の災害時集合場所......................................... - 19 -

17 災害時集合場所（避難所）までの避難路及び移送支援................. - 21 -

18 災害時集合場所での引継ぎと見守り体制等........................... - 22 -

19 災害時集合場所から指定避難所への移送方法（震災時のみ）........... - 22 -

20 個別避難計画..................................................... - 23 -



21 市災害ボランティアセンターとのマッチング......................... - 28 -

第３章 福祉避難所の設置・運営に関すること............................ - 29 -

１ 福祉避難所の概要................................................. - 29 -

２ 災害時における取組............................................... - 35 -

３ 平常時における取組............................................... - 53 -

資料集................................................................ - 57 -

【資料１】狛江市避難行動要支援者個別避難計画作成申込書兼個別避難計画. - 57 -

【資料１-２】在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画.......... - 59 -

【資料２】福祉避難所受入対象候補者状況チェック表..................... - 72 -

【資料３】福祉避難所状況報告書....................................... - 74 -

【資料４】福祉避難所（建物）立ち入り前の安全確認チェック表........... - 75 -

【資料５】福祉避難所開設要請書....................................... - 79 -

【資料６】福祉避難所避難者受入要請書................................. - 80 -

【資料７】福祉避難所避難者個別名簿................................... - 81 -

【資料８】福祉避難所別避難者一覧表................................... - 82 -

【資料９】福祉避難所の運営経費請求書................................. - 83 -

【資料 10】支出明細書.................................................- 84 -

【資料 11】福祉避難所閉鎖要請書.......................................- 85 -

【資料 12】災害時の衛生管理の方法.....................................- 86 -

【資料 13】要配慮者の特徴と配慮事項...................................- 89 -

【資料 14】食料依頼伝票・物資依頼伝票 .................- 92 -

【資料 15】救助の種目別物資受払状況...................................- 94 -

【資料 16】被災者台帳と連動したヒアリングシート.......................- 95 -

【資料 17】プランの策定体制について...................................- 96 -



- 1 -

第１章 はじめに

１ 背景及び目的

近年、我が国においては、東日本大震災や能登半島地震に代表される巨大地震、ま

た、毎年のように暴風雨や豪雨災害が発生し、私たちの想像をはるかに超える甚大な

被害をもたらしています。狛江市においても、令和元年東日本台風では、床上浸水な

どの被害が発生しました。

このような大災害においての犠牲者には、高齢者や障がい者等、いわゆる避難行動

要支援者1（以下「要支援者」という。）が多くの割合を占めていることから、令和３

年５月に災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）が改正され、

市に避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成が努力義務化されました。また、平

成 28 年４月に起きた熊本地震では、要配慮者及びその家族、支援組織の構成員を含

めた市民に福祉避難所の役割等が十分に周知されておらず、福祉避難所が期待された

役割を十分に果たすことができなかったことから、福祉避難所の体制等の整備が求め

られました。

さらに、近年の災害では、在宅や車中泊等で避難生活を送る避難者等（以下「在宅

避難者等」という。）が多く存在しているほか、新型コロナウイルス感染症拡大を受

けた分散避難の取組が進むなど、避難者等の避難生活を取り巻く環境は大きく変化し

ています。さらに、自宅等での災害関連死が多く発生しており、在宅避難者等の状況

把握も強く求められています。

このプランは、狛江市地域防災計画の要支援者の支援対策を具体化するものであり、

要支援者の避難支援に係る体制、災害発生時の対応、個別避難計画の作成方針等の基

本的な事項を定め、要支援者自身の対策「自助」、地域住民の協力による「共助」を基

本として、大規模な地震や風水害に備え、避難支援等を迅速・安全・的確に行うため

に、平常時から要支援者の状況把握や避難誘導等の体制等を整備することを目的とし

ています。

併せて、福祉避難所の設置及び運営に関する事項を具体化するものであり、福祉避

難所の概要、災害時及び平常時における取組に関する基本的な事項を定め、大規模な

地震や風水害に備え、平常時から福祉避難所の体制等を整備することを目的としてい

ます。

1 「要配慮者」と「避難行動要支援者」について

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）では、同法第８条第２項第 15号で「要配慮者」とは、「高

齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」としています。また、同法第 49条の 10第１項で

「避難行動要支援者」とは、「市に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれ

がある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援

を要するもの」としています。本プランでは、この２つの概念を使用します。
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２ プランの位置付け

このプランは、狛江市総合基本計画（基本構想・基本計画）を指針とし、狛江市地

域防災計画（令和７年修正）（令和７年２月）及び狛江市地域共生社会推進基本計画

（令和６年３月）の下位計画として、各上位計画、狛江市避難所運営基本マニュアル

（令和５年４月改訂）、国の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（平

成 25 年８月（令和３年５月改定、令和７年６月更新））、避難所における良好な生活

環境の確保に向けた取組指針（平成 25年８月）、福祉避難所の確保・運営ガイドライ

ン（平成 28 年４月（令和３年５月改定））、在宅・車中泊避難者等の支援の手引き（令

和６年６月）及び被災者台帳の作成等に関する簡単手引き（令和７年８月）並びに東

京都の災害時要配慮者への災害対策推進のための指針（区市町村向け）（令和４年１

月改訂版）、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針（令和２年７月改訂（令和

６年３月一部改訂））及び妊産婦・乳幼児を守る災害対策ガイドライン（平成 26 年３

月改訂）との整合を図っています。

国 東京都

狛江市総合基本計画（基本構想・基本計画）

狛江市地域防災計画
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狛江市地域共生社会推進基本計画

要配慮者

高齢者、障がい者、乳幼児、

その他の特に配慮を要する者

（妊産婦、傷病者、内部障が

い者、難病患者、医療的ケアを

必要とする者等）

避難行動要支援者

市に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が

発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で

あって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援

を要するもの（具体的には、第２章３で名簿に掲載する者）
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第２章 避難行動要支援者の支援に関すること

１ 避難支援等関係者

法第 49 条の 11 第２項の規定により、避難支援等関係者となる者（以下「避難支援

等関係者」という。）については、以下のとおりです。なお、法第 49 条の 14 第３項

第１号の規定により、避難支援等関係者のうち要支援者の避難支援等2を実施する者

を避難支援等実施者とします。

①狛江市民生委員児童委員協議会（以下「民児協」という。）

②狛江市社会福祉協議会（以下「社協」という。）

③地域包括支援センター（以下「地域包括」という。）

④町会・自治会又はマンション等管理組合（以下「町会等」という。）

⑤調布警察署（以下「警察署」という。）

⑥狛江市防災会（以下「防災会」という。）

⑦狛江消防署及び狛江市消防団（以下「消防署等」という。）

⑧指定居宅介護支援事業者並びに指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事

業者（以下「福祉事業者」という。）

⑨その他緊急時において、市長が特別に認めた組織及び団体

２ 避難行動要支援者名簿の概要

あらかじめ、市が「避難行動要支援者名簿」（以下「名簿」という。）を作成します。

名簿には、関係機関共有方式名簿（市が抽出した要支援者の方及び名簿への登録を希

望する方全てを掲載）と、同意方式名簿（市が抽出した要支援者のうち、平常時から避

難支援等関係者に情報提供することに同意した方のみ掲載）の２種類があります。

関係機関共有方式名簿は、災害発生又はそのおそれがある場合に、名簿掲載対象者の

同意の有無にかかわらず、法第 49 条の 15 第３項の規定に基づき、避難支援等関係者に

必要な限度で提供することができます。

2避難支援等とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、危難を避けるため、要支援

者が災害時集合場所等の安全な場所に避難することを手助けすることをいいます。

【関係機関共有方式名簿】

市が抽出した要支援者の方及び名簿

への登録を希望する方全てを掲載

【同意方式名簿】

平常時から避難支援等関係者に情報

提供することに同意した方のみ掲載

【避難支援等関係者】

法第 49 条の 11 第２項に規定

する、避難支援等を行う者（組織）

【避難支援等実施者】

法第 49 条の 14 第３項第１号に規

定する避難支援等を行う者（人）
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同意方式名簿は、本人の同意に基づき、平常時から避難支援等関係者へ提供し、安否

確認3や避難支援等の情報を共有します。

＜平常時＞

市は、協定を締結した避難支援等関係者に同意方式名簿を提供し、町会等、防災会、

民児協、消防団は、名簿提供に同意された要支援者への声かけ、自宅の訪問、その他の

見守りを、警察署は必要に応じた巡回・訪問を、消防署は防火防災診断を行います。福

祉事業者は、名簿提供に同意されなかった要支援者のうち、福祉サービスを利用してい

る要支援者の実態の把握及び名簿作成支援を、社協及び地域包括は名簿提供に同意され

なかった要支援者のうち、福祉サービスを利用していない要支援者の実態の把握を行い

ます。

3 安否確認とは、災害が発生した場合において、例えば、要支援者が被災家屋に取り残されている可能性

があるような場合に名簿情報に基づき、速やかに安否の確認を行うことをいいます。

要支援者

（同意あり）

要支援者

（同意なし・

福祉サービス

未利用者）

市 避難支援等関係者

①協定締結

②名簿提供

町会等

防災会

民児協

社協

福祉事業者

地域包括

警察署

消防署

要支援者

（同意なし・

福祉サービス

利用者）

③防火防災診断

③必要に応じ

た巡回・訪問

③声かけ、自

宅の訪問、そ

の他の見守り

消防団

③実態の把握

④名簿作成支援

制度の周知・同意に向けた理解促進

③実態の把握

同
意
方
式
名
簿

関
係
機
関
共
有
方
式
名
簿
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＜災害時＞

要支援者から名簿及び個別避難計画の提供を受けた避難支援等実施者は、災害発生

時に名簿及び個別避難計画を活用し、安否確認・避難支援等を実施します。安否確認

を行った避難支援等実施者は、市又は町会等、防災会、民児協に安否確認の報告を行

います。報告を受けた町会等、防災会、民児協は、安否確認情報を集約して、市に報

告します。

また、市は、災害時に関係機関共有方式名簿を福祉事業者、社協、地域包括及び消

防団等の避難支援等関係者に提供し、提供を受けた避難支援等関係者は、名簿提供に

同意をしなかった要支援者の安否確認・避難支援をします。

③安否確認報告

①名簿を提供

①協定締結

②名簿・個別避難

計画提供

要支援者

（同意なし・サ

ービス未利用）

同意方式名簿
要支援者

（同意あり）

③安否確認・避難支援

④支援

市

関
係
機
関
共
有
方
式
名
簿

⑥安否確認報告

要支援者

（同意なし・サ

ービス利用）

③支援

関係機関共有方式名簿

②安否確認・避難支援

②安否確認・避難支援

避難支援等関係者

福祉事業者

社協

地域包括

消防団

⑤安否確認報告

④支援

②名簿・個別避難計画提供

避難支援等関係者

町会・自治会

防災会

民児協

消防団

災

害

等

情

報

の

提

供
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３ 名簿に掲載する者の範囲

名簿に掲載する者の範囲については、次表の名簿に掲載する者の範囲のとおりです。

ただし、※介護施設入所者又は入居者4については、名簿に掲載する者に含まれません。

なお、障がい等級等の状況により範囲を定めていますが、本人の状況や希望等によっ

ては、名簿に掲載します。

区分 範囲

１

（１）75 歳以上の一人暮らしの者で名簿への登録を希望する者

（２）75 歳以上のみの世帯（同居を含む。）の世帯員で名簿への登録を希

望する者

２

（１）身体障害者手帳（身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15

条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。）１級又は２級取得者

（２）愛の手帳（東京都愛の手帳交付要綱（昭和 42 年３月 20 日 42 民児

精発第 58 号）に規定する愛の手帳をいう。以下同じ。）１度又は２度取

得者

（３）精神障害者保健福祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条に規定する精神障害者保健福祉手

帳をいう。以下同じ。）１級又は２級取得者

３ 介護保険要介護３以上の認定を受けている者

４

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第５条

第１項の規定による指定難病の患者のうち、身体障害者手帳、愛の手帳又

は精神障害者保健福祉手帳の取得者（区分２に掲げる者を除く。）

５

２から４までに掲げる者に準ずる状態にある者で、特に避難支援等が必要

と認められ、名簿への登録を希望する者

【具体例】

（１）身体障害者手帳３級から６級までの取得者

（２）愛の手帳３度又は４度取得者

（３）精神障害者保健福祉手帳３級取得者

（４）介護保険要介護１、２の認定を受けており、かつ、介護施設に入所

していない者

（５）医療的ケア者（児）

4 施設入所者又は入居者 市内の介護施設等に入所・入居している者又は市内に住民登録をしているが、

市外の介護施設に入所・入居している者をいいます。なお、シルバーピア（高齢者住宅）の入居者は含

まれません。
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※介護施設

４ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法

（１）名簿作成に必要な個人情報

法第 49条の 10 第２項の規定等により、名簿には次に掲げる事項を記録します。

○登録番号5

○氏名

○生年月日

○年齢

○性別

○住所

○電話番号その他の連絡先

○世帯状況

○居住状況

○名簿の登録要件（避難支援等を必要とする理由）

なお、在宅人工呼吸器使用者については、名簿以外に東京都在宅人工呼吸器使用

者災害時支援指針に従い災害時人工呼吸器使用者リストを作成するとともに、在宅

人工呼吸器使用者のマップを作成します。

施設 要件

認知症対応型

共同生活介護事業所

老人福祉法第５条の２第６項又は介護保険法第８条第 20

項に規定する共同生活を営むべき住居

養護老人ホーム 老人福祉法第 20 条の４に規定する養護老人ホーム

特別養護老人ホーム 老人福祉法第 20 条の５に規定する特別養護老人ホーム

有料老人ホーム 老人福祉法第 29 条に規定する有料老人ホーム

介護老人保健施設 介護保険法第８条第 28項に規定する介護老人保健施設

介護医療院 介護保険法第８条第 29項に規定する介護医療院

サービス付き

高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に基づく登録

を受けているサービス付き高齢者向け住宅

5 登録番号 避難行動要支援者名簿を管理しているデータベースに登録する際に自動的に採番される重複すること

がない数字です。
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（２）個人情報の収集方法

名簿に記録する個人情報は、次表のとおり収集します。

個人情報の記録項目 収集方法

○登録番号
福祉保健部福祉政策課で管理する避難行動要支援者管理シス

テム（以下「管理システム」という。）で自動的に採番

○氏名、生年月日、

年齢、性別、住所

○世帯状況

市民部市民課で管理する住民基本台帳システム（以下「住基シ

ステム」という。）と管理システムとで日時連携し、収集

○名簿の登録要件

（避難支援等を必要

とする理由）

区分１ 住基システムから収集

区分２
福祉保健部高齢障がい課で管理する福祉総合シス

テム（以下「福祉総合システム」という。）から収集

区分３
福祉保健部高齢障がい課で管理する介護保険シス

テム（以下「介護保険システム」という。）から収集

区分４ 福祉総合システムから収集

区分５
住基システム、福祉総合システム及び介護保険シス

テムから収集

○電話番号

その他の連絡先

○居住状況

１ 区分２～４に該当する福祉サービスを利用している要支

援者

市から委託を受けた福祉事業者が、要支援者から名簿登録

について同意を得た上で、要支援者及びその家族とともに、

狛江市避難行動要支援者個別避難計画作成申込書兼個別避

難計画（資料１参照。以下「申込書兼個別避難計画」という。）

を作成し、避難行動要支援者支援システム（統合型 GIS）（以

下「支援システム」という。）等により収集

２ 区分２～４に該当するが、福祉サービスを利用していない

要支援者

福祉保健部福祉政策課から、毎年新たに要支援者となる者

に新規対象者登録勧奨通知を送付し、名簿の登録に同意した

要支援者が申込書兼個別避難計画を記入し、返送することに

より収集

３ 区分１～５に該当する要支援者

（１）要支援者が福祉保健部福祉政策課窓口に来訪し、申込書

兼個別避難計画を記入する方式（以下「手上げ方式」といい

ます。）により収集

（２）民児協が行う高齢者実態調査の際、要支援者から得た申

込書兼個別避難計画に関する情報を収集
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５ 名簿作成等の関係部署の役割分担

６ 名簿提供の範囲

（１）平常時の場合

狛江市避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱（平成 27 年要綱第 104 号。以下

「要綱」という。）第９条の規定により、市と協定を締結した避難支援等関係者に

次の範囲で同意方式名簿を紙による名簿又は支援システムで提供します。

（２）災害時の場合

災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、要支援者の生命及び身体

を災害から保護するために、特に必要があると認めるときには、法第 49 条の 11 第

３項の規定により、関係機関共有方式名簿を避難支援等関係者及びその他の者へ提

供することができます。その他の者には、災害発生後に被災地に派遣された自衛隊

の部隊、他の都道府県警察からの応援部隊、避難支援等への協力が得られる企業や

団体、障がい者団体等が含まれます（災害対策基本法等の一部を改正する法律によ

る改正後の災害対策基本法等の運用について（平成 25 年６月 21 日付け府政防第

559 号・消防災第 246 号・社援総発 0621 第１号））。

関係部署 役割

福祉保健部 福祉政策課

・総括（災対福祉保健部）安否確認情報の集約

・制度の周知、普及啓発

・同意方式名簿に登録を希望する者の登録

・管理システム及び支援システムの管理、名簿更新

・避難支援等関係者へ同意方式名簿の配布

・個別避難計画作成支援

総務部 安心安全課 ・総括（地域防災計画）

福祉保健部 高齢障がい課
・要支援者（要介護者）の抽出

・管理システムへの情報提供

福祉保健部 福祉相談課
・要支援者（障がい者・難病患者）の抽出

・管理システムへの情報提供

避難支援等関係者 名簿提供の範囲

民児協 全地域分（各民生委員には該当地区分のみ）

社協 全地域分

地域包括
該当地域分のみ

町会等、防災会

消防署等、警察署 全地域分

福祉事業者
当該福祉事業者が提供する福祉サービスを利用す

る要支援者のみ
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７ 名簿の更新に関する事項

市は、名簿情報のうち電話番号その他の連絡先及びその他対象者の同意を得た事項

については、特に支援を要する要支援者（６頁の表の区分２、３及び４の要支援者で

福祉サービスを利用している者に限ります。）については、市から委託を受けた福祉

事業者が名簿情報のうち電話番号その他の連絡先及びその他対象者の同意を得た事

項に変更があった場合には、適宜更新を行います。それ以外の名簿情報については、

データベース上で日時更新を行います。

更新された名簿情報を紙による名簿又は支援システムにより名簿提供の範囲内で

（災害時は全ての名簿情報を）避難支援等関係者に提供します。

市は、新規の要支援者に対して、１年に１回勧奨通知を送付し、特に支援を要する

要支援者については、福祉事業者に個別避難計画の作成を委託し、個別避難計画作成

者の拡大に努めます。また、個別避難計画の作成が無い要支援者については、民児協

が行う高齢者実態調査にて、補足・作成に努めます。

８ 名簿の提供に際し情報漏えいの防止措置等

ア 避難支援等関係者は、名簿を受理したときは、速やかに名簿情報管理責任者及び

名簿情報取扱者を定め、狛江市避難行動要支援者名簿情報等管理責任者等登録届

（要綱第３号様式）を市に提出します。名簿情報管理責任者及び名簿情報取扱者に

変更があった場合も同様です。

イ 避難支援等関係者は、名簿を 13 頁の「12 避難支援等関係者への依頼事項」以

外の目的に使用してはなりません。

ウ 避難支援等関係者は、名簿を名簿情報管理責任者の管理の下に使用するものとし、

その情報の漏えい及び拡散がないよう適切に管理するとともに、滅失、毀損、盗難

その他の事故（以下「事故等」という。）を防止するため、施錠可能な場所に保管す

る等適切な安全対策を講じます。

エ 避難支援等関係者は、名簿を名簿情報管理責任者及び名簿情報取扱者以外の第三

者に提供してはなりません。（市長による事前の承諾を得た場合及び災害発生時に、

要支援者の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない場合を除

きます。）

オ 避難支援等関係者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）及

び狛江市個人情報の保護に関する法律施行規則（令和４年 12月 21 日規則第 80 号）

の規定を厳守し、その利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いを行わないほか、

名簿から知り得た情報を正当な理由がなく他人に知らせ、又は不当な目的に利用し

てはなりません。また、転居、退職等の理由により提供先を離れた場合も同様とし

ます。

カ 避難支援等関係者は、名簿について、事故等が生じ又はそのおそれのあるときは、
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速やかに市長に報告し、その指示に従うものとします。

キ 市は、避難支援等関係者から申請があれば、個人情報保護に関する研修を実施い

たします。

９ 要支援者が円滑に避難するための通知又は警告の配慮

（１）高齢者等避難情報等の発令・伝達

災害時に要支援者が避難するため、市から発令・伝達される避難に関する情報

は、次表のとおりです。円滑に避難するために高齢者等避難情報が発令した時点

で特に支援を要する要支援者及びその家族には福祉事業者を介して伝達を行い、

避難行動や支援活動を開始するよう促します。

（２）発令・伝達手段

法の改正により、要支援者及び避難支援等関係者へ避難情報を確実に伝達する

ことの必要性が改めて位置付けられました。

特に、要支援者の迅速・確実な避難においては、家族・親戚、福祉事業者、近

隣住民等の避難支援等実施者への情報伝達により、避難誘導の支援を行うことが

極めて重要です。

要支援者への情報伝達では、次表のとおり、障がい等の特性に応じた多様な伝

達手段を活用し、確実に情報周知ができる体制を整えることが必要です。

避難情報 発令時の状況 住民に求める行動

高齢者等

避難

・人的被害の発生する可能性

が高まった状況

・要支援者が避難行動を開始

しなければならない段階

・要支援者は個別避難計画で計画

した災害時集合場所等への避難

行動を開始

・避難支援等実施者は支援活動を

開始

避難指示

・人的被害の発生する危険性

が非常に高いと判断された

状況又は人的被害が発生し

た状況

・高齢者等避難等の発令後で避難

中の住民は、確実な避難行動を直

ちに完了

・未だ避難していない対象住民

は、直ちに避難行動に移るととも

に、そのいとまがない場合は生命

を守る最低限の行動

危

険

度

低

高
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10 避難支援等関係者に所属する者の安全確保

避難行動を円滑に行うためには、要支援者のみならず避難支援等関係者に所属する

本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前提となります。そのため

には、高齢者等避難情報発令時に要支援者及び避難支援等関係者の双方に情報の伝達

を行い、余裕をもって避難開始等を促し、安全を確保します。

避難支援等実施者は、要支援者に対して、自己の安全確保が図れない場合、避難支

援等ができない可能性があることを周知します。

11 被災者台帳と連動したヒアリングシートの作成

被災者一人ひとりに寄り添った支援を実施するにあたり、避難生活を送る場所に関わ

らず、被災者に関する情報の把握が必須であることから、避難所避難者に限らず、在宅

避難者等についても、「被災者生活再建支援システム※6」による「被災者台帳」と連動

した「ヒアリングシート」（95頁、【資料 16】被災者台帳と連動したヒアリングシート）

の作成を行い、関係者で共有するとともに、専門的な能力を持つ関係者との連携によっ

要支援者 伝達手段

視覚障がい者

・防災行政無線

・受信メールを読み上げる携帯電話

・戸別受信機

・狛江市ラジオの無償貸与に関する要綱第６条の規定に基づき貸

与したラジオ等（以下「防災ラジオ」という。）、ほか

聴覚障がい者

・メール（エリアメール、こまえ安心安全情報メール（あらかじめ

登録が必要））による災害情報配信

・字幕放送・手話放送

・SNS 等のインターネットを通じた情報提供、ほか

肢体不自由者

その他の者

・防災行政無線

・固定電話又は携帯電話

・メール（エリアメール、こまえ安心安全情報メール）による災害

情報配信

・字幕放送・解説放送（副音声や２箇国語放送など２以上の音声を

使用している放送番組：音声多重放送）・手話放送

・SNS 等のインターネットを通じた情報提供

・防災ラジオ、ほか

6被災者生活再建支援システム 住基情報をベースとした被災者台帳の作成やマイナンバーカードを活用した罹災証

明書、被災者生活再建支援金、災害弔慰金のオンライン申請等が可能な地方公共団体情報システム機構が運用

するシステムです。
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て継続的な支援を行います。

12 避難支援等関係者への依頼事項

避難支援等関係者に対しては、それぞれ次のような事項を主に依頼します。

（１）民児協

（２）社協

時期 主な依頼事項

平常時

・声かけ、自宅の訪問及びその状況の把握（実施可能な範囲にお

いて行う。）

・要支援者と避難支援等実施者とのマッチング

・避難支援等実施者からの安否情報の集約と市への安否報告に

関する訓練の実施

・６頁の表の区分１の要支援者の個別避難計画情報の集約及び

市への伝達

・新たに把握した要支援者の個別避難計画情報の集約及び市へ

の伝達

災害が発生し又は

災害が発生する

おそれがある場合

・自身と家族の安全確保

・担当地区ごとに同意がある要支援者の安否情報の集約及び支

援システムによる市への伝達（町会等、防災会と連携して行う。）

・避難支援等実施者が行う要支援者の安否確認・避難誘導への支

援

時期 主な依頼事項

平常時

・名簿提供に同意があるものの６頁の表の区分２から区分５ま

での要支援者で福祉サービスを利用していない者の個別避難計

画の作成の調整

・主に名簿提供の同意がない要支援者の実態把握

・市災害ボランティアセンターの訓練の実施

災害が発生し又は

災害が発生する

おそれがある場合

・市災害ボランティアセンター開設後、主に名簿提供の同意がな

い要支援者（福祉サービスを利用していない者）の安否確認及

び避難誘導の支援

・主に名簿提供の同意がない要支援者の安否情報の集約及び支

援ニーズの把握並びに支援システムによる市への伝達

・「kintone 災害ボランティアセンター運営支援システム」を活

用した被災者とボランティアとのマッチング
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（３）地域包括

（４）町会等、防災会

（５）警察署・消防署

（６）消防団

時期 主な依頼事項

平常時
・主に名簿提供の同意がない要支援者（福祉サービスを利用して

いない者）の実態把握

災害が発生し又は

災害が発生する

おそれがある場合

・主に名簿提供の同意がない要支援者（福祉サービスを利用して

いない者）の安否情報の集約及び支援ニーズの把握並びに支援

システムによる市への伝達

時期 主な依頼事項

平常時

・声かけ、自宅の訪問及びその状況の把握（実施可能な範囲にお

いて行う。）

・要支援者と避難支援等実施者とのマッチング

・避難支援等実施者からの安否情報の集約及び市への伝達に関

する訓練の実施

災害が発生し又は

災害が発生する

おそれがある場合

・自身と家族の安全確保

・避難支援等実施者が行う要支援者の安否確認・避難誘導支援

・在宅避難者等の状況把握

時期 主な依頼事項

平常時
・必要に応じた巡回及び訪問

・防火防災診断の実施（消防署）

災害が発生し又は

災害が発生する

おそれがある場合

・市の要請に基づいた救出救護

・救出救護を通じて把握した要支援者の安否情報の支援システ

ムによる市への伝達

時期 主な依頼事項

平常時
・声かけ、自宅の訪問及びその状況の把握（実施可能な範囲に

おいて行う。）

災害が発生し又は

災害が発生する

おそれがある場合

・避難支援等実施者が行う要支援者の安否確認・避難誘導の支

援

・市の要請に基づいた救出救護

・支援及び救出救護を通じて把握した要支援者の安否情報の支

援システムによる市への伝達
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（７）福祉事業者

時期 主な依頼事項

平常時

【指定居宅介護支援事業者】

・特に支援を要する要支援者（６頁の表の区分３の要支援者で

福祉サービスを利用しているものに限ります。）の個別避難計

画の作成の調整

・名簿提供の同意がない要支援者の実態把握

・新たに把握した要支援者（６頁の表の区分３の要支援者で福

祉サービスを利用しているものに限ります。）の個別避難計

画情報の集約及び市への伝達

【指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者】

・特に支援を要する要支援者（６頁の表の区分２の要支援者で

福祉サービスを利用しているものに限ります。）の個別避難計

画の作成の調整

・主に名簿提供の同意がない要支援者の実態把握

・新たに把握した要支援者（６頁の表の区分２の要支援者で福

祉サービスを利用しているものに限ります。）の個別避難計

画情報の集約及び市への伝達

災害が発生し又は

災害が発生する

おそれがある場合

【指定居宅介護支援事業者】

・特に支援を要する要支援者（６頁の表の区分３の要支援者で

福祉サービスを利用しているものに限ります。）の安否情報収

集及び支援システムによる市への伝達

・特に支援を要する要支援者（６頁の表の区分３の要支援者で

福祉サービスを利用しているものに限ります。）の安否確認及

び避難誘導

・在宅避難者等で特に支援を要する要支援者（６頁の表の区分

３の要支援者で福祉サービスを利用しているものに限りま

す。）への継続的な福祉支援、安否確認・継続的なサービスの

提供

【指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者】

・特に支援を要する要支援者（６頁の表の区分２の要支援者で

福祉サービスを利用しているものに限ります。）の安否情報収

集及び支援システムによる市への伝達

・特に支援を要する要支援者（６頁の表の区分２の要支援者で

福祉サービスを利用しているものに限ります。）の安否確認及

び避難誘導
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13 支援体制の確保

避難支援等実施者については、災害時の安否確認が必ずしもできるわけではないた

め、要支援者１人に対して、複数名の避難支援等実施者を配することが望ましいもの

とします。

要支援者（又はその家族等）は、避難支援等実施者としての役割等を説明し、了承

を得た上で、近隣に住んでいる家族や近所の方等を避難支援等実施者に指定します。

なお、要支援者が避難支援等実施者を指定できないとき（適切な避難支援等実施者

がいない場合）は、町会等、防災会、民児協又は福祉事業者が、要支援者と避難支援

等実施者とのマッチングを行います。

14 名簿情報の提供に不同意であった者に対する支援体制

名簿による個人情報の提供に不同意であった者に対する支援体制については、市が

関係機関共有方式名簿として不同意者を含めた要支援者の名簿を管理します。通常時

は非公開情報として扱うものとし、甚大な災害や緊急事態において、市が紙による名

簿又は支援システムにより避難支援等関係者に開示・提供します。

具体的には、法第 49 条の 11 第３項の規定により、現に災害が発生し又は災害が発

生するおそれがある場合において、要支援者の生命及び身体を保護するために特に必

要があるときに、同意の有無にかかわらず、避難支援等関係者その他の者に名簿情報

を提供できることから、特に避難の時間的余裕がある風水害等の災害において、市が

支援システムにより避難支援等関係者に対し名簿情報を開示・提供することにより、

避難支援等を行うよう協力を求めます。また、災害時に、自衛隊、都道府県警察や消

防からの応援部隊等、他の地域からの派遣で避難支援等を受ける場合について、市が

それらの部隊等へ紙による名簿又は支援システムにより名簿情報を提供します。

15 避難支援に協力を依頼する企業団体等との協定締結

市は、要支援者を含む要配慮者が避難する福祉避難所として、避難支援に協力する

ことのできる社会福祉施設や企業団体等との間において協定を締結し、福祉避難所の

対象施設を確保するよう努めます。

（１）市内の福祉施設等との協定締結

市と協定を締結して指定している福祉避難所は、次表の施設7です。次表では避難

・在宅避難者等で特に支援を要する要支援者（６頁の表の区分

３の要支援者で福祉サービスを利用しているものに限りま

す。）への継続的な福祉支援、安否確認・継続的なサービスの

提供
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所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（令和３年３月改訂）を基

準に、感染症防止対策を図った上での定員数を記載しています。

※高齢者用→○高、障がい者用→○障、乳幼児・妊産婦用→○乳○妊

施設名称 用途 指定定員数

① 社会福祉法人狛江福祉会こまえ苑 ○高 ５人程度

② 社会福祉法人正吉福祉会こまえ正吉苑 ○高 ２人程度

③
社会福祉法人正吉福祉会こまえ正吉苑

二番館
○高 １人程度

④ 学校法人 清和学園 子鹿幼稚園 ○乳○妊 14 人

⑤
学校法人 狛江こだま学園 狛江こだま

幼稚園
○乳○妊 56 人

⑥ 学校法人 秋元学園 狛江みずほ幼稚園 ○乳○妊 84 人

⑦
合同会社未来活性

ミライハウス元和泉
○障 １人程度

⑧
医療法人社団心身会

複合介護施設和楽
○高 ２人程度

⑨ 愛光女子学園 ○高○乳○妊 10 人程度

⑩
特定非営利活動法人 NPO 狛江さつき会

グループホーム朋（１）
○障 ２人程度

⑪
特定非営利活動法人 NPO 狛江さつき会

グループホーム朋（２）
○障 ４人程度

⑫
特定非営利活動法人 NPO 狛江さつき会

カレーショップ・メイ
○障 ６人程度

⑬
社会福祉法人足立邦栄会

こまえ工房
○障 10 人程度

⑭
社会福祉法人

グループホームえだまめ
○障 ２人程度

7施設 令和８年１月現在。④、⑤、⑥、⑨は施設の提供のみのため、収容可能人数を記載しています。
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（２）市外の福祉施設等との協定締結

要支援者が福祉避難所の定員以上発生した場合や狛江市全域において被災した

場合を想定し、近隣市の医療機関や福祉施設等を利用することが可能となるように、

協定締結を推進します。

なお、福祉避難所の管理・運営については、「第３章 福祉避難所の設置・運営に

関すること」を参照

※高齢者用→○高、障がい者用→○障、乳幼児・妊産婦用→○乳○妊

施設名称 用途 指定定員数

①
社会福祉法人巣立ち会

シンフォニー
○障 12 人程度
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16 要支援者の災害時集合場所

市では次表のとおり災害時集合場所8、避難所8、水害時補完利用施設9を指定してい

ます。

名称
災害時

集合場所
震災 多摩川氾濫 野川氾濫 所在地

狛江第一小学校 ◎ ○

○ ○

和泉本町 1-37-1体育館

校舎１階以上

狛江第三小学校 ◎ ○

○ ○

猪方１-11-１校舎

３階以上

校舎

２階以上

狛江第五小学校 ◎ ○

○ ○

東野川１-35-13体育館

校舎１階以上

校舎

２階以上

狛江第六小学校 ◎ ○

○ ○

駒井町１-21-１校舎

３階以上

体育館

校舎１階以上

和泉小学校 ◎ ○

○ ○

中和泉３-33-１校舎

２階以上

体育館

校舎１階以上

緑野小学校 ◎ ○

○ ○

和泉本町４-３-１体育館

校舎１階以上

狛江第一中学校 ◎ ○

○ ○

和泉本町２-15-１体育館

校舎１階以上

狛江第二中学校 ◎ ○

○ ○

猪方２-７-１校舎

３階以上

体育館

校 舎 １ 階 以 上

8 災害時集合場所 近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所又は避難者が避難のために一時的に

集団を形成する場所で、集合した人々の安全が確保されるスペースを有する小･中学校のグラウンド、

公園、緑地等のオープンスペース等をいいます。
8 避難所 地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた者又は現に被害を受けるおそれのある者を

一時的に受け入れ、保護するために開設する学校等の建物をいいます。
9 水害時補完利用施設 水害時の避難所の補完的利用等を実施する、避難所に指定されていない公共施設

等をいいます。
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名称
災害時

集合場所
震災 多摩川氾濫 野川氾濫 所在地

狛江第三中学校 ◎ ○

○ ○

元和泉１-23-１校舎

２階以上

体育館

校舎１階以上

狛江第四中学校 ◎ ○

○ ○

東野川４-１-１体育館

校舎１階以上

市民グランド ◎ 和泉本町２-15-２

西和泉グランド ◎ 西和泉１-16-１

前原公園 ◎ 西野川３-11-1

都営団地（公園） ◎ 和泉本町４-７

多摩川住宅（公園） ◎ 西和泉１・２丁目

都立狛江高等学校 ◎ ○ 元和泉３-９-１

中央公民館（こまえみら

いテラス）

○ ○
和泉本町１-１-５

２階以上

多摩川左岸一帯 ◎
元和泉３丁目～駒

井町３丁目

西河原公園 ◎ 元和泉２-38-１

西和泉体育館 ○ 西和泉１-16-１

防衛省共済組合狛江スポ

ーツセンター
◎ 元和泉２-30

狛江こだま幼稚園 ◎ 中和泉３-14-８

狛江みずほ幼稚園 ◎ 岩戸南４-14-１

子鹿幼稚園 ◎ 東野川３-17-１

上和泉地域センター ○

○ ○

和泉本町４-７-51体育館

１階以上

野川地域センター △ 西野川１-６-９

岩戸地域センター △ △ 岩戸南２-２-５

南部地域センター △ 猪方４-11-１

和泉多摩川地区センター △ 猪方４-１-１

根川地区センター △ 中和泉４-16-３

谷戸橋地区センター △ 東野川４-30-１

市民総合体育館 △ △ 和泉本町３-25-１
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◎印は、災害時集合場所

○印は、避難所（以下「指定避難所」という。）

△印は、水害時補完利用施設

※床上浸水以上の浸水想定がある施設は原則として使用しないことになっています。

※水害時には指定避難所が災害時集合場所を兼ねます。

※自主避難所について

風水害時において、東京地方の気象状況等から、夜間に避難指示等の発令を行うことが予測される場合

等、避難指示等の発令前の段階において、避難行動に時間を要する市民や自宅での待機に不安を持つ市民

等を受け入れるため、指定避難所を自主避難所として事前に開設することになります。開設する自主避難

所は気象状況等を考慮した上で、指定避難所の中から選定されます。

17 災害時集合場所（避難所）までの避難路及び移送支援

要支援者の避難路については、個別避難計画作成時にあらかじめ定めておくもので

すが、その際は、可能な限り災害による被害の影響を受けない経路、整備された広い

道路による経路、安全かつ最短となる経路等を考慮して避難路を定めておきます。

また、災害時集合場所周辺の道路について「避難に支障が生じる状況」を確認した

場合については、市は優先して道路の整備を行うことにより、避難路の安全確保の推

進に努めます。

市は、要支援者から災害時集合場所（避難所）までの移送について支援の依頼があ

ることを想定し、次表のとおり、介護タクシー事業者等との間に「災害時における避

難行動要支援者の移送支援に関する協定」を締結する等移送方法や手段の充実を図り

ます。

名称
災害時

集合場所
震災 多摩川氾濫 野川氾濫 所在地

和泉児童館 △ 中和泉３-12-６

藤塚保育園 △ △ 和泉本町４-７-35

三島保育園 △ 東野川１-32-２

松原学童保育所 △ △ 和泉本町１-14-３

東野川学童保育所 △ 東野川１-６-３

駒井学童保育所 △ 駒井町１-21-６

エコルマホール △ △ 元和泉１-２-１

狛江市役所本庁舎３階

（議場）
△ △ 和泉本町１-１-５
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18 災害時集合場所での引継ぎと見守り体制等

避難支援等実施者は、個別避難計画に従い災害時集合場所まで要支援者の避難支援

を行い、災害時集合場所において市職員、避難所運営協議会委員等に要支援者を引き

継ぎます。

災害時集合場所における要支援者の行動管理や介助等身の回りの世話については、

原則として要支援者の家族・親類等が行うものとします。

19 災害時集合場所から指定避難所への移送方法（震災時のみ）

要支援者は、震災時に災害時集合場所へ避難し、家屋の倒壊・火災の延焼などによ

り、在宅での生活が困難な場合は、指定避難所へ避難することとなります。要支援者

を速やかに災害時集合場所から指定避難所へ移送する方法については、災害時集合場

所と指定避難所とが異なる場所となるケースもありますので、移送に車両、車いす等

が必要な要支援者については、個別避難計画の作成時にあらかじめ決めておく必要が

あります。

市は、多くの要支援者を移送することを想定し、次表のとおり、バス・タクシー事

業者との間に「災害時の人員移送等に関する協定」を締結する等移送方法や手段の充

実を図っています。

事業者名 事業種別 主な内容

①

株式会社グッドパートナ

ーズシニアライフ事業部

介護タクシーのむつみ

介護タクシー事業
災害時における避難行動要支援

者の移送支援

②
営利法人アジュリケアプ

レイス合同会社

訪問介護サービス事業

福祉輸送事業

災害時における避難行動要支援

者の移送支援

事業者名 事業種別 主な内容

①
小田急バス株式会社

狛江営業所
一般路線バス事業等

人員、物資等の輸送及び被害状況

等の情報提供

② 武州交通興業株式会社
貸切バス事業、

ハイヤー事業等
〃

③
イースタンモータース

調布株式会社
タクシー事業等 〃

④ 株式会社グリーンキャブ タクシー事業等 〃

⑤

株式会社グッドパートナ

ーズシニアライフ事業部

介護タクシーのむつみ

介護タクシー事業
災害時における避難行動要支援

者の移送支援
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20 個別避難計画

（１）概要

個別避難計画とは、名簿情報に係る要支援者ごとに、当該要支援者について避難

支援等を実施するための計画をいいます（法第 49条の 14第１項）。

（２）盛り込む事項

市では、法 49条の 14第３項の規定に従い、要綱の「狛江市避難行動要支援者個

別避難計画作成申込書兼個別避難計画」（第１号様式。資料１参照）に掲げる事項

を個別避難計画に盛り込むものとします。

（３）避難支援等実施者の指定

要支援者（又はその家族）は、個別避難計画を作成する際、避難支援等実施者を

指定していただきます。避難支援等実施者とは、災害発生時に要支援者の同居の家

族が当該要支援者の安否確認や避難支援をすることができない場合において、安否

確認や避難支援を行っていただく近隣に住んでいる家族や近所の方等です。指定す

る際は避難支援等実施者の承諾を得てください。

要支援者（又はその家族）が避難支援等実施者を指定することが困難である場合

は、町会等、防災会又は民児協が避難支援等実施者とのマッチングを支援します。

なお、この制度は、地域住民の善意に基づく人道的な制度です。地域住民どうし

の十分な理解がなければ成り立ちません。そのため、日ごろから顔と顔の見える関

係が地域住民の間に構築されることが重要です。

また、避難支援等実施者は、災害発生時、自分やその家族の安否確認後、要支援

者の支援をすることになります。災害時は、避難支援等実施者が不在であることや、

避難支援等関係者自身が被災者となることも想定されるため、万一、個別避難計画

どおりに安否確認や避難支援が受けられなくても避難支援等実施者が責任や義務

を負うものではないことを十分に理解した上で、避難支援等実施者を指定すること

が大切です。

（４）コーディネーター及び個別避難計画を作成する要支援者

避難支援等関係者に所属する次表の者がコーディネーターとなり、個別避難計画

の作成を支援します。個別避難計画を作成する要支援者は、名簿の提供に同意した

こととなります。

事業者名 事業種別 主な内容

⑥
営利法人アジュリケアプ

レイス合同会社

訪問介護サービス事業

福祉輸送事業
〃
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（５）作成の支援

個別避難計画の作成にあたっては、市が作成を支援するとともに、市職員以外の

者がコーディネーターの場合には、コーディネーターが所属する福祉事業者に市が

作成を委託します。作成を委託するにあたっては、事前にコーディネーターが所属

する福祉事業者に対して、個別避難計画作成の研修を行います。

（６）作成方法

ア 特に支援を要する要支援者の個別避難計画（パターン１）

イ 特に支援を要する要支援者以外の個別避難計画（パターン２）

（ア）原則的な方法

コーディネーター 要支援者（名簿の提供に同意した者）

指定一般相談支援事業者及び指定

特定相談支援事業者の障害者相談

支援専門員

６頁の表の区分２の要支援者で福祉サービスを

利用している者

指定居宅介護支援事業者のケアマ

ネジャー

６頁の表の区分３の要支援者で福祉サービスを

利用している者

市の職員

６頁の表の区分３の要支援者で福祉サービスを

利用していない者並びに６頁の表の区分１、４及

び５の要支援者

① 市は、福祉事業者に要支援者の個別避難計画の作成を委託します。

② 福祉事業者は、要支援者（又はその家族等）に個別避難計画作成の趣旨を説

明し、個別避難計画を要支援者（又はその家族等）とともに作成します。

③ 福祉事業者は、作成した個別避難計画を支援システム等に入力します。

④ 市は、個別避難計画の内容を確認し、記載漏れ等がない場合は、管理システ

ムに登録します。

⑤ 市は、避難支援等関係者に名簿とともに個別避難計画を提供します。

① 市は、郵送で要支援者に個別避難計画の作成を依頼します。

② 要支援者（又はその家族等）は、避難支援等実施者としての役割等を説明し、

承諾を得た上で、近隣に住んでいる家族や近所の方等を避難支援等実施者に

指定します。

③ 要支援者（又はその家族等）は、個別避難計画に必要事項を記載し、一部を

自ら保管し、一部を市に郵送で返送し、一部を避難支援等実施者に提供しま

す。

④ 市は、個別避難計画の内容を確認し、記載漏れ等がない場合は、管理システ
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（イ）要支援者が個別避難計画を作成し返送したが、避難支援等実施者を指定できな

かった場合

（ウ）要支援者が避難支援等実施者を指定して、個別避難計画を作成し返送したが、

記載事項が空欄だった場合

（エ）要支援者から個別避難計画が返送されなかった場合

ムに登録します。

⑤ 市は、避難支等援関係者に名簿とともに個別避難計画を提供します。

① 市は、町会等、防災会又は民児協に要支援者と避難支援等実施者とのマッチ

ングを依頼します。

② 町会等、防災会又は民児協は、要支援者と避難支援等実施者とのマッチング

を行い、避難支援等関係者の承諾と要支援者による避難支援等実施者の指定

を得られたら、市に報告します。

③ 市は、マッチングの結果、避難支援等実施者となった者の情報を個別避難計

画に記載し、個別避難計画を完成させます。

④ 市は、市保管分を除く個別避難計画を要支援者に返却します。

⑤ 要支援者は、個別避難計画の一部を自ら保管し、一部を避難支援等実施者に

提供します。

① 市は、要支援者又はその家族に連絡し、個別避難計画の内容について聞き取

りを行います。

② 市は、必要に応じて要支援者及びその家族に同意を得た上で、コーディネー

ターに個別避難計画の作成について協力を依頼します。

③ 市は、聞き取りを行った内容を個別避難計画に記入します。

④ 市は、市保管分を除く個別避難計画を要支援者に返却します。

⑤ 要支援者は、個別避難計画の一部を自ら保管し、一部を避難支援等実施者に

提供します。

① 市は、要支援者又はその家族に連絡し、個別避難計画の内容について聞き取

りを行います。

② 市は、必要に応じて要支援者及びその家族に同意を得た上で、コーディネー

ターに個別避難計画の作成について協力を依頼します。

③ 市は、聞き取りを行った内容を個別避難計画に記入します。

④ 市は、市保管分を除く個別避難計画を要支援者に返却します。

⑤ 要支援者は、個別避難計画の一部を自ら保管し、一部を避難支援等実施者に

提供します。
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同
意
方
式
名
簿

【
情
報
提
供
の
同
意
の
あ
る
方
の
み
】

市市

同
意
方
式
名
簿

【
情
報
提
供
の
同
意
の
あ
る
方
の
み
】

パターン１

福祉事業者

(避難支援等実施者)
要支援者

①個別避難計画作成支援

業務委託（契約）

要支援者

（同意あり）

①個別避難計画の

作成を依頼（郵送）

避難支援等

関係者

（実施者）

③個別避難計画を

作成し、返送（郵送）

④登録

⑤個別避難計画を提供

避難支援等

関係者

管理システム支援システム

④登録

（④個別避難計画を作成し、管理システムに入力）

パターン２

②指定

②同意

①依頼

②同意

①説明
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（７）個別避難計画の更新

要支援者 更新の方法

高
齢
者

要支援・

要介護者

要支援
①手上げ方式で更新（随時）

②民児協に依頼し、高齢者実態調査時に更新（１年ごと）

要介護

【福祉サービス利用者】

指定居宅介護支援事業者に委託し、ケアマネジャー（コ

ーディネーター）が更新

【福祉サービス未利用者】

①手上げ方式で更新（随時）

それ以外

の 75 歳

以上

①手上げ方式で更新（随時）

②民児協に依頼し、高齢者実態調査時に更新（随時）

障
が
い
者

身体

障がい者

１、２級

【福祉サービス利用者】

①手上げ方式で更新（随時）

②指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業

者に委託し、相談支援専門員が更新

【福祉サービス未利用者】

①手上げ方式で更新（随時）

３～６級 手上げ方式で更新（随時）

知的

障がい者

１、２度

【福祉サービス利用者】

①手上げ方式で更新（随時）

②指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業

者に委託し、相談支援専門員が更新

【福祉サービス未利用者】

①手上げ方式で更新（随時）

３、４度 手上げ方式で更新（随時）

精神

障がい者

１、２級

【福祉サービス利用者】

①手上げ方式で更新（随時）

②指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業

者に委託し、相談支援専門員が更新

【福祉サービス未利用者】

①手上げ方式で更新（随時）

３級 手上げ方式で更新（随時）
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（８）在宅人工呼吸器使用者用災害時個別支援計画の作成

人工呼吸器使用者など医療依存度の高い在宅療養者については、通常の避難や避

難所での生活が困難な場合が想定されるため、状況に応じて在宅で災害を乗り切る

ための支援を含めた計画とする必要があります。こうした要支援者については、市

が多摩府中保健所と協力し、「在宅人工呼吸器使用者用災害時個別支援計画」資料

１-２参照）を作成します。

21 市災害ボランティアセンターとのマッチング

在宅避難者等が抱えている課題について、市災害ボランティアセンターとの早期の

マッチングを図るため、市災害ボランティアセンターの立ち上げとともに、地域包括

や福祉事業者等に「kintone 災害ボランティアセンター運営支援システム」の活用を

周知し、早期支援につなげます。
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第３章 福祉避難所の設置・運営に関すること

１ 福祉避難所の概要

（１）福祉避難所とは

福祉避難所とは、既存の建物を活用し、介護の必要な高齢者、障がい者等一般の

避難所では生活に支障を来す者に対して、ケアが行われるほか、これらの者に配慮

したポータブルトイレ、手すり、仮設スロープ等バリアフリー化が図られた避難所

のことをいいます。

市では、次表のとおり 22 箇所の施設を福祉避難所に指定しています。災害時に

は、施設やその周辺の被害状況を当該施設職員及び市職員が目視等にて使用の判断

を行います。

名称 災害の種類 用途（予定） 収容可能人数10 所在地

① あいとぴあセンター ○震○野 ○要 92 人 元和泉２-35-１

② 西河原公民館 ○震○野 ○要 94 人 元和泉２-35-１

③
中央公民館（こまえみらい

テラス）
○震○多○野 ○要 113 人 和泉本町１-１-５

④ 野川地域センター ○震○多 ○要 43 人 西野川１-６-９

⑤ 岩戸地域センター ○震○多○野 ○要 37 人 岩戸南２-２-５

⑥ 南部地域センター ○震○野 ○要 34 人 猪方４-11-１

⑦
狛江こだま幼稚園

（ホール11）
○震○野 ○乳○妊 56 人 中和泉３-14-８

⑧
狛江みずほ幼稚園

（１階保育室）
○震 ○乳○妊 84 人 岩戸南４-14-１

⑨
子鹿幼稚園

（ホール）
○震○多 ○乳○妊 14 人 東野川３-17-１

10 収容可能人数 避難所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（東京都避難所管理運営の

指針別冊）（令和２年６月）に基づいて策定した「避難所等における新型コロナウイルス感染症対策マ

ニュアル」において、１人あたり４㎡を確保し感染症防止対策を図った上での定員数を記載していま

す。収容可能人数には付き添い家族も含まれます。
11 ホール 狛江こだま幼稚園及び子鹿幼稚園と締結した「災害時における一時避難場所及び福祉避難所の

使用等に関する協定」に基づき、ホールは災害時の天候等の状況により一時避難場所としても使用され

ます。



- 30 -

※震災→○震、多摩川氾濫→○多、野川氾濫→○野

※要支援者用→○要、高齢者用→○高、障がい者用→○障、乳幼児・妊産婦用→○乳○妊

名称 災害の種類 用途（予定） 収容可能人数 所在地

⑩
社会福祉法人狛江福祉会

こまえ苑
○震 ○高 16 人 岩戸南４-17-17

⑪
社会福祉法人正吉福祉会

こまえ正吉苑
○震○多○野 ○高 ７人 西野川２-27-23

⑫
社会福祉法人正吉福祉会

こまえ正吉苑二番館
○震○多○野 ○高 25 人 西野川４-８-８

⑬
合同会社未来活性

ミライハウス元和泉
○震○野 ○障 １人 元和泉２-16-11

⑭
医療法人社団心身会

複合介護施設和楽
○震○多○野 ○高 15 人 西野川４-６-９

⑮ 愛光女子学園 ○震○多○野 ○要 10 人 西野川３-14-26

⑯
狛江市子育て・教育支援

複合施設
○震○野 ○乳○妊 47 人 元和泉１-11-11

⑰
社会福祉法人巣立ち会

シンフォニー
○震○多○野 ○障 12 人

調布市小島町２-55-

４

⑱

特定非営利活動法人

NPO 狛江さつき会

グループホーム朋（１）

○震○多 ○障 ２人 狛江市内

⑲

特定非営利活動法人

NPO 狛江さつき会

グループホーム朋（２）

○震 ○障 ４人 狛江市内

⑳

特定非営利活動法人

NPO 狛江さつき会

カレーショップ・メイ

○震○野 ○障 ６人 東和泉４-１-７-101

㉑

社会福祉法人

足立邦栄会

こまえ工房

○震○野 ○障 １０人 東和泉１-３２-２１

㉒

社会福祉法人

足立邦栄会

グループホームえだま

め

○震○野 ○障 ２人 中和泉 3-２３-２３
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（２）福祉避難スペースとは

福祉避難スペースとは、指定避難所に設置する要配慮者に配慮したスペースをい

います。

市では、次表の 14 箇所の指定避難所に、災害の種類に応じて福祉避難スペース

を設置します。要配慮者の中に一般の避難者と別の居住空間を確保した方がよいと

認められる方がいる場合には、①パーティション等を利用した要配慮者用の遮蔽区

画を設けることや、②要配慮者の心身の状態、状況ごとに校舎の教室や施設の部屋

に設置することについて、各指定避難所の避難所運営協議会、施設管理者及び福祉

保健部で協議し、具体的な福祉避難スペースをあらかじめ決定します。

名称 災害の種類
利用可能階数

所在地
多摩川氾濫 野川氾濫

① 狛江第一小学校 ○震○多○野
体育館

校舎１階以上
和泉本町１-37-１

② 狛江第三小学校 ○震○多○野 校舎３階以上 校舎２階以上 猪方１-11-１

③ 狛江第五小学校 ○震○多○野
体育館

校舎１階以上
校舎２階以上 東野川１-35-13

④ 狛江第六小学校 ○震○多○野 校舎３階以上
体育館

校舎１階以上
駒井町１-21-１

⑤ 和泉小学校 ○震○多○野 校舎２階以上
体育館

校舎１階以上
中和泉３-33-１

⑥ 緑野小学校 ○震○多○野
体育館

校舎１階以上
和泉本町４-３-１

⑦ 狛江第一中学校 ○震○多○野
体育館

校舎１階以上
和泉本町２-15-１

⑧ 狛江第二中学校 ○震○多○野 校舎３階以上
体育館

校舎１階以上
猪方２-７-１

⑨ 狛江第三中学校 ○震○多○野 校舎２階以上
体育館

校舎１階以上
元和泉１-23-１

⑩ 狛江第四中学校 ○震○多○野
体育館

校舎１階以上
東野川４-１-１

⑪ 西和泉体育館 ○震 西和泉１-16-１
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※震災→○震、多摩川氾濫→○多、野川氾濫→○野

（３）対象となる者

福祉避難所に避難する者は、指定避難所での生活が困難であるものの、付き添い家

族等による支援の下であれば福祉避難所での生活が可能であり、かつ早期に移送が必

要な要配慮者及びその家族又は、在宅避難者等の中で頻回な見守りが必要な要配慮者

とします。

なお、行動障がい等によって他の避難者との避難生活に支障が生じる要配慮者につ

いては、より専門的な支援が必要であることから、特別養護老人ホーム等における緊

急入所13等を含め、当該施設で適切に対応されるべきであるため、原則として福祉避

難所の対象者とはしません。

また、在宅人工呼吸器使用者についても医療機関で適切に対応されるべきであるた

め、原則として福祉避難所の対象者とはしません。

（４）福祉避難所を開設する災害

狛江市内に地震及び風水害その他の災害が発生した場合において、市が指定避難所

に避難した要支援者等の状況等を判断し、福祉避難所の開設を決定します。

（５）福祉避難所等への避難の流れ

要配慮者は、大規模災害発生時、障がい者等の要支援者にあっては高齢者等避難情

報が発令されたとき、外国人等の要支援者以外の要配慮者にあっては避難指示が発令

されたときは、一般の方と同様に、震災の場合には、災害時集合場所へ避難し、家屋

の倒壊・火災の延焼などにより、在宅での生活が困難な場合は、指定避難所へ避難し、

多摩川氾濫・野川氾濫の場合には、直接指定避難所に避難することとなります。

名称 災害の種類
利用可能階数

所在地
多摩川氾濫 野川氾濫

⑫ 上和泉地域センター ○震○多○野
体育館

１階以上
和泉本町４-７-51

⑬ 都立狛江高等学校 ○震 元和泉３-９-１

⑭
中央公民館（こまえ

みらいテラス）
○多○野 ２階以上 和泉本町１-１-５

13 緊急入所 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令 46号）第 25条ただし

書、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 37号）第 138 条

ただし書等で定める「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」で定員を超過して入所させる場合をいい

ます。
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指定避難所へ避難したものの、指定避難所の福祉避難スペースでの避難生活が著し

く困難な要支援者について、市災害対策本部（災対教育部及び災対福祉保健部）にお

いて福祉避難所等への受入の調整を行います。

（６）開設の期間

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 12 年３

月 31 日厚生省告示第 144 号）第２条第１号ニの規定により、原則として、災害発生

の日から７日以内を開設の期間とします。ただし、大規模災害の場合で、７日間の期

間内で福祉避難所を閉鎖することが困難なときは、厚生労働省及び東京都との協議に

より必要最小限の期間で延長します。
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イメージ図【福祉避難所等への避難の基本的な流れ】
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２ 災害時における取組

（１）役割分担

実施項目
避難所

区 分

実施者

福祉避難所職員 家族・

保護者

町会・自治会

（防災会）
社協14

外部福祉

団体15

ボラン

ティア市16 民間福祉施設

①福祉避難所運営主

体

公共施設17 ○18

民間施設19 △20 ○

③ 指定避難所での

要配慮者の受入

公共施設
指定避難所で実施

民間施設

④ 指定避難所の福

祉避難所に移送

する対象者把握

公共施設

災対福祉保健部で実施

民間施設

⑤ 福祉避難所の被

害状況の把握

公共施設 ○

民間施設 △ ○

⑥ 要配慮者の受入

調整

公共施設 ○

民間施設 ○ △

⑦ 福祉避難所の開設準備

福祉避難所の開

設準備

公共施設 ○

民間施設 △ ○

資機材の確保
公共施設 ○

民間施設 ○ ○

⑧ 福祉避難所の設

置

公共施設 ○

民間施設 △ ○

⑨ 要配慮者の移送
公共施設 △

○ ○ △
民間施設 △

⑩ 要配慮者の受入

避難者名簿の作

成･管理

公共施設 ○

民間施設 △ ○

14 全国の社会福祉協議会の応援団体を含みます。
15 全国の各種福祉団体の応援団体を含みます。
16 応援による市外の自治体職員を含みます。
17 公共施設に私立幼稚園を加え、愛光女子学園を除きます。
18 「○」は「担当」を意味します。
19 民間施設に愛光女子学園を加え、私立幼稚園を除きます。
20 「△」は「副担当」を意味します。
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実施項目
避難所

区 分

実施者

福祉避難所職員 家族・

保護者

町会・自治会

（防災会）
社協14

外部福祉

団体15

ボラン

ティア市16 民間福祉施設

⑪ 福祉避難所の運営

食糧・物資等の

市本部への要請

公共施設 ○

民間施設 ○ △

市本部への定時

報告

公共施設 ○

民間施設 ○ △

施設管理(昼間)
公共施設 ○

民間施設 △ ○

施設管理(夜間)

宿直者

公共施設 ○ △ △

民間施設 △ ○ △ △

避難者への情報

提供

公共施設 ○

民間施設 △ ○

⑫ 要配慮者の生活支援

要配慮者の生活

支援

公共施設 ○ ○
△ △ △

民間施設 △ ○ ○

既存の福祉サー

ビスの継続

公共施設 ○
△ △ △

民間施設 △ ○

⑬ 福祉避難所の閉鎖
公共施設 ○

民間施設 △ ○

14 全国の社会福祉協議会の応援団体を含みます。
15 全国の各種福祉団体の応援団体を含みます。
16 応援による市外の自治体職員を含みます。
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（２）福祉避難所の開設

避難所 福祉避難所

市災害対策本部（災対福祉保健部）

ア 要配慮者の避難状況の把握（①）

避難所派遣職員（職員が参集できない場合には「避難所の保健衛生班」）は、「福

祉避難所受入対象候補者状況チェック表」（資料２）により、福祉避難スペースの

要配慮者本人の心身の状況、介助者の有無、障がいの種類や程度、本人や家族の希

望等を確認し、市災害対策本部（災対福祉保健部）に報告します。21

イ 被害状況の把握（②）

福祉避難所に指定された施設の施設管理者は、災対福祉保健部に施設の被害及び

受入可能人数の状況を「福祉避難所状況報告書」（資料３）で報告します。

災対福祉保健部は、災対総務部及び災対福祉保健部の職員を施設に向かわせ、「福

21 市災害対策本部との通信は、SIM フリー端末、携帯電話、特殊公衆電話（特殊公衆電話の設置・利用に

関する覚書により東日本電信電話株式会社が設置する特殊公衆電話をいいます。）、無線器等により行い

ます。

①
要
配
慮
者
の
避
難
状
況
等
の
把
握

②
被
害
状
況
の
把
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③
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祉避難所（建物）立ち入り前の安全確認チェック表」（資料４）により、福祉避難所

の施設の安全性の調査を実施し、福祉避難所開設の可否を判断するとともに、受入

可能人数を把握します。

ウ 開設要請（③）

市災害対策本部は、「福祉避難所開設要請書」（資料５）により福祉避難所に指定

された施設に開設の要請をします。要請を受けた施設管理者（「災害時における福

祉避難所に関する協定」等を締結し、福祉避難所に指定された施設にあっては、当

該施設の事業者）は、速やかに福祉避難所の開設に努めます。

エ 要配慮者の受入調整（④）

災対福祉保健部は、福祉避難所受入対象候補者状況チェック表をもとに市内全体

の避難所の福祉避難スペースの要配慮者中で身体の状態、心身の健康状態等を考慮

して、緊急性の高い要配慮者の福祉避難所への移送を決定し、「福祉避難所避難者

受入要請書」（資料６）により、福祉避難所の施設管理者に要配慮者の受入を要請

します。

オ 災対福祉保健部職員の配置（⑤）

公共施設22の福祉避難所を開設するときは、災対福祉保健部の職員を配置し、福

祉避難所の管理・運営を行います。

民間施設23の福祉避難所を開設するときは、災対福祉保健部の職員を派遣し、福

祉避難所の管理・運営の支援にあたります。福祉避難所の管理・運営の支援として

①災対福祉保健部への定時報告、②避難者名簿の管理、③福祉避難所運営の支援、

④災対福祉保健部へ食糧、資機材、物資の要請、⑤新たな要配慮者の受入調整等を

行います。

カ 人材確保（⑥）

要配慮者の避難生活を支援するために必要な有資格者（保健師、看護師、薬剤師、

介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、ヘルパー等）の専門的人材が不足すること

が想定されます。この場合に備え、災対福祉保健部は、東京都災害福祉広域支援ネ

ットワークを活用して、東京都福祉局に広域支援（DWAT（災害派遣福祉チーム）等

の福祉専門職の応援）を要請します。災対福祉保健部は、福祉避難所の運営に従事

する介助スタッフ等について、市災害対策本部への要請及び各施設管理の職員の協

力を得ながら確保に努めます。

22 公共施設に私立幼稚園を加え、愛光女子学園を除きます。
23 民間施設に愛光女子学園を加え、私立幼稚園を除きます。
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人員が不足する場合は、災対福祉保健部は、次の団体・個人に要請します。

①市民活動支援センターに登録した市民活動支援団体

②社協

③協定自治体

福祉避難所の運営に従事する介助スタッフ等は、避難生活に関する支援を分担し

ます。

外部からボランティアが直接、施設にボランティア活動の申出があった場合は、

受付、傷害保険の加入、適正な配置等のため、東京都・市災害ボランティアセンタ

ーで受付するよう誘導します。

キ 開設準備

災対福祉保健部は、災対総務部と連携して福祉避難所の開設に必要な次表に掲げ

る物資、資機材の確保に努めます。なお、物資、資機材の中には使用される方によ

ってサイズが異なるものや保管期限のあるものがあるとともに、保管スペース等に

制限があることから、物資、資機材の取扱事業者との「災害時における物資、資機

材の供給に関する協定」の締結を進めます。また、災害時に使用するストーマ装具

等の日常生活用具を市で保管することについても、保管場所を調整するとともに、

対象となる物資、資機材、管理方法、災害時の対応等について協定締結先から確保

するよう調整します。

災対福祉保健部の職員は、施設管理者と協議しながら、避難者の状態や施設の被

害状況等を考慮し、共同生活が円滑に進められるよう、福祉避難所のレイアウトを

早期に決定します。レイアウトを決める際は、限られたスペースでプライバシーを

守れる居住空間を考慮するとともに、感染症防止対策を図るため、パーティション

等を有効活用します。

対象者 支援内容

要配慮者（共通）

□福祉避難所運営の業務

□福祉避難所の開設準備

□物資、資機材の輸送

□福祉避難所への移送

□清掃及び防疫活動

□その他危険を伴わない軽易な作業

高齢者
□高齢者の生活支援

□要配慮者の介護、看護活動の補助

障がい者
□障がい者の生活支援

□手話・筆談などの情報伝達への支援協力

妊産婦、乳幼児 □乳幼児保育のサポート
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特に配慮が必要な要配慮者については、小部屋や冷暖房設備が整備された部屋を

割り当てます。

また、避難生活のなかでのトイレや着替え等女性のプライバシーを確保し、安全

対策をとることが必要であり、女性専用スペースを設置します。
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【福祉避難所物品一覧表】 令和８年３月現在

品物
備蓄

状態

必需

品
必要数 必要数の考え方

◆
共
通

生
活

毛布
○

（※２）
○ 12,194 枚

避難者数

発電機 10 台 ○ 18台（※１） １施設１台

投光機 28 台 ○ 36台（※１） １施設２台

懐中電灯 99 台 ○ 100 台 １施設２台

乾電池 〇 ○ 500 本 １施設25本

簡易ベッド
〇

（※２）
○ 100 台

１施設５台

トイレットペーパ

ー

○

（※２）
○ 1,639 個

１人１個

保存用燃料 × - 360L（※１） １施設20リットル

携行缶（20L） × - 36 個（※１） １施設２個

間仕切り 60 枚 - 100 枚 １施設５枚

食
糧

食糧
○

（※２）
○

109,746 食

※予定避難者数×３食×

３日分

１人１日３食

飲料水 ○ ○ 453L

粉ミルク使用のための数

量。

134g に対して１L必要。

その他必要な飲料水は市内

各所から取水する。

飲料水袋 ○ ○ 10,900 袋 なし

消毒液 × ○ 40本 １施設２本（１L入り）

ラップ ○ ○ 60本
１施設３本（30ｃｍ×

50m）

卓上コンロ 12 台 - 20 台 １施設１台
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品物
備蓄

状態

必需

品
必要数 必要数の考え方

◆
共
通

食
糧

ガスボンベ × - 60 本 １施設３本

ポリ容器
○

（※２）
- 160 個（3,200L 分）

なし

衛
生

マスク ○ ○ 1,639 枚
１人あたり３日分の必要数

１枚

ウェットティッシ

ュ
268 個 ○ 712 個

１人あたり１個

（2.5 日分）

ティッシュペーパ

ー

215 箱

（※２）
○ 983 箱

５人あたり３日分の必要数

３箱

歯ブラシ・歯磨き

粉

×

（※２）
○ 1,639 セット

１人１セット

救急箱 × - 20 箱 １施設１箱

生理用品
○

（※２）
- 3,366 枚

１人１日７枚（３日間分）

ビニール手袋 198 双 - 300 双 １施設 15双

石鹸（３年保存） × - 60 個 １施設３個

三角巾 60 枚 - 100 枚 １施設５枚

非接触型体温計 ○ ○ ３台 ３台

フェイスシールド ○ ○ 60枚 60枚

ガウン（ポンチョ

可）
○ ○ 100 着

100 着

手首式血圧計 ○ ○ ３台 ３台

紙おむつ（大人用） ○ ○ 11,160 枚

５人あたり３日分の必要数

120 枚（乳幼児・妊産婦除

く）

おしり拭き（大人

用）
× ○ 4,650 枚

１日１人10枚

ポータブルトイレ × 20据 １施設２据

そ
の
他

ポリ袋 230 枚 ○ 240 枚 １施設12枚

タオル
〇

（※２）
○ 1,014 枚

１人１枚

乳幼児除く

ホワイトボード 12 台 - 20 台 １施設１台

ビニールシート 45 枚 - 100 枚 １施設５枚
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品物
備蓄

状態

必需

品
必要数 必要数の考え方

◆
共
通

そ
の
他

コードリール 12 個 - 40 個 １施設２個

担架
６台

（※２）
- 20 台

１施設１台

エアーストレッチ

ャー
９台 - 20 台

１施設１台

災害時車いす移動

支援器具
10 台 ○ 16台

１施設１台（幼稚園除く）

歩行補助杖
36 台

（※２）
○ 80台

１施設５台（乳幼児施設除

く）

車椅子 ○ 16台
１施設１台（乳幼児施設除

く）

災害ベスト（視覚・

聴覚・その他）
36 枚 42 枚

１施設６枚（要支援者用施

設のみ）

メガネ
15 個

（※２）
40個

１施設２個

自動起動機能付き

防災ラジオ
13 個 40 個

１施設２個
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品物
備蓄

状態

必需

品
必要数 必要数の考え方

◆
障
が
い
者
用
（
１
２
施
設
の
み
計
算
）

衛
生

ストーマ装具

（便）

○

（※３）
○

必要に応じて協定締結先

に依頼

なし

ストーマ装具

（尿）

○

（※３）
○

必要に応じて協定締結先

に依頼

なし

ウロガード
○

（※３）
○

必要に応じて協定締結先

に依頼

なし

生
活

補聴器
○

（※３）
-

必要に応じて協定締結先

に依頼

なし

人工内耳用電池

（聴覚）
× - 60 個

１施設５個

手旗（黄色）

（聴覚）
31 枚 - 35 枚

１施設５枚(要支援者用施

設）

携帯用酸素ボンベ
○

（※３）
-

必要に応じて東京都経由

で協定締結先に依頼

１施設15本

筆談用筆記用具
〇

（※２）
- ６枚

１施設１枚

マグネット付きボード

痰吸引器 ６台 - 12 台 １施設１台

白杖 12 本 - 24 本 １施設２本
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（※１）自家発電機能があるあいとぴあセンター、西河原公民館を除く。

（※２）協定により供給される物品であるため、約半数を備蓄。必需品については引き

続き備蓄をすすめる。

（※３）協定により供給予定。備蓄が困難であるため必要に応じて調達する。

ク 要配慮者の移送（⑦）

要配慮者の避難所から福祉避難所までの移送は、原則として、①要配慮者の家族

等が行います。

ただし、要配慮者の家族等で移送できない場合には、②市職員又は③ボランティ

アが行います。移送にあたり、介護等にあたる最低限の家族等（原則１名）を同行

するよう家族等に依頼します。

移送に、第２章 16 及び 18 で記載したとおり、「災害時における要支援者の移送

品物
備蓄

状態

必需

品
必要数 必要数の考え方

◆
妊
産
婦
・
乳
幼
児
用
（
４
施
設
分
の
み
計
算
）

食
料

粉ミルク ○ ○ 60,702g １人１日 134g

哺乳瓶 ○ ○ 24本 １施設６本

哺乳瓶用消毒液 × ○
36箱（ミルトン錠剤 60

錠入り）

５人あたり３日分の必要数

1.8L

消毒液専用容器 ○ ○ ８個 １施設２個

哺乳瓶洗いブラシ ○ ○ ４本 １施設１本

衛
生

乳首洗いブラシ ○ - ４本 １施設１本

紙おむつ（乳児

用）
○ ○ 9,810 枚

５人あたり３日分の必要数

150 枚

おしり拭き × ○ 14,715 枚
１人あたり１日分の必要数

15枚

ガーゼハンカチ 490 枚 - 1,250 枚
５人あたり３日分の必要数

10枚

マスク子ども用 〇 - 474 枚
１人あたり３日分の必要数

１枚

やかん 〇 ○ ４個 １施設１個

バスタオル
○

（※２）
- 625 枚

１人１枚

おんぶ紐 〇 - 12 個 避難者×0.1

ポット ３個 - ４個 １施設１個

ふた付きゴミ箱

（ポリペール）
６個 - ８個 １施設２個
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支援に関する協定」や「バス・タクシー事業者との間に災害時の人員移送等に関す

る協定」を締結していますので、必要に応じて事業者に移送を依頼します。

ケ 開設の報告及び情報提供

福祉避難所に配置された災対福祉保健部の職員は、「福祉避難所状況報告書」（資

料３）により、福祉避難所開設の報告をします。福祉避難所開設の報告を受けた市

災害対策本部は、東京都に福祉避難所開設の報告をします。

また、災対企画財政部は、次の方法等により地域住民向けの広報活動を行います。

①報道機関への情報提供

②ホームページ、Facebook、X（旧 Twitter）

③エリアメール（緊急時のみ）、こまえ安心安全情報メール、Yahoo!防災速報

コ 避難者名簿の作成・管理

災対福祉保健部の職員は、要配慮者を福祉避難所に移送するにあたり、移送する

要配慮者の名簿を「福祉避難所避難者個別名簿」（資料７）及び「福祉避難所別避難

者一覧表」（資料８）により作成し、施設管理者に提供します。

福祉避難所に配置された災対福祉保健部の職員は、避難者名簿の整理及び集計を

定期的に行い、災対福祉保健部に「福祉避難所状況報告書」（資料３）により福祉避

難所の状況を報告します。

（３）福祉避難所の運営

ア 運営体制

福祉避難所を設置する場合、設置後の運営体制の構築が必要となります。一例と

して以下のような運営体制が考えられます。担当の括弧書きは、48 頁の運営方法と

リンクしています。

担当 役割

リーダー

（ア、イ）

全体管理、マスコミ対応等

総務班

（ウ、エ、オ、カ）

○福祉避難所の開錠

○敷地や施設の安全確認

○ライフラインの使用可否の確認

○通信機器（無線等）の準備・動作確認

○使用物資の準備

○受付の準備・受付

○避難者の一時待機スペースの設置

○避難者台帳の作成
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担当 役割

総務班

（ウ、エ、オ、カ）

○避難者数の報告

○共同空間の設定

○占有スペースの設定・誘導

○ボランティアの受入・支援

○生活ルールの策定・周知

情報班

（ク、ケ、コ）

○通信機器（無線等）の動作確認

○福祉避難所開設状況・避難者の状況を災対福祉保健部へ報告

○情報掲示板による避難者への情報伝達

○テレビ、ラジオ等の情報伝達機器の設置

○放送による避難者への伝達（放送設備の操作方法の確認を含

む。）

○安否確認等の問い合わせ対応

○相談窓口の設置

○総務班のサポート

物資班

（サ、シ）

○備蓄物資の確認

○救援物資の受入・配布

食料班

（シ、ス）

○ケータリング・調理・炊き出し

○配食、食後の片付け

施設管理班

(セ､ソ､タ)

○施設内の定期的な巡回

○入所者・退所者の管理

○避難所の定期的な換気

○共用部分の消毒

○トイレの清掃

○発電機や投光機等の作動確認、燃料の確認

○断水時の対応の確認

○電話、PC、携帯充電器等の設置

○ごみの集積場所の設置

○シャワー室の設置

○総務班のサポート

保健・衛生・

防疫班

（キ､チ、ツ、テ、ト）

○一般的事項

・定期的な見回り、急病人の把握

・毎日の症候群サーベイランスの実施

・避難者の相談窓口の開設、心のケアを実施

・避難者の深部静脈血栓症（いわゆるエコノミー症候群）の予

防のための対応
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イ 運営方法

福祉避難所の運営方法を以下のように例示します。

（ア）全体管理（リーダー）

運営体制全体の管理を行います。

（イ）マスコミ対応等（リーダー）

マスコミの取材等へ対応します。

原則として、居住空間に立ち入る際は、避難者全員の了解を得るものとします。

避難者に対する取材、写真撮影等は、リーダー等運営要員を介して避難者が同

意した場合のみ対応することとします。

（ウ）福祉避難所開設・避難者受入（総務班）

福祉避難所の開設と避難者の受入を行います。開設前の準備については、総務

班以外の人員も含めて行います。

（エ）避難所割振（総務班）

福祉避難所内のスペースの割振を行います。

（オ）ボランティアの受入（総務班）

福祉避難所の運営状況から判断し、ボランティア派遣が必要な場合には災対福

祉保健部を経由して市災害ボランティアセンターにボランティア派遣の要請を

します。ボランティアは、保健・衛生・防疫班以外の班に所属し、福祉避難所生

活に関する支援を行います。

医療専門職のボランティア派遣が必要な場合には、狛江市災害時看護職等ボラ

ンティア登録制度により登録された看護師、保健師、助産師、准看護師等の派遣

を災対総務部に要請します。また、福祉専門職のボランティア派遣が必要な場合

には、東京都災害福祉広域支援ネットワークを活用して、東京都福祉局に広域支

援（DWAT（災害派遣福祉チーム）等の福祉専門職の応援）を要請します。医療・

福祉専門職のボランティアは、保健・衛生・防疫班に所属します。

総務班は、ボランティアが効果的に活動をできるよう配慮するものとします。

担当 役割

保健・衛生・

防疫班

（キ､チ、ツ、テ、ト）

○発熱者等が発生した場合の対応

○避難所の感染症対策

○緊急入所等の調整・実施
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（カ）生活ルール策定・周知（総務班）

福祉避難所内の生活ルールを作り、情報班とともに職員、避難者へ周知します。

（キ）緊急入所等の調整・実施（保健・衛生・防疫班）

福祉避難所での生活が困難な要配慮者については、災対福祉保健部に連絡し、

緊急入所、緊急ショートステイ等により適切に対応します。

要配慮者の症状の急変等により医療処置や治療が必要になった場合は、災対福

祉保健部に医療機関への移送を依頼します。

（ク）生活情報等の掲示（情報班）

求められる様々な情報について、テレビ・ラジオ・新聞などの情報を収集し、

掲示板など様々な手段で提供します。情報伝達機器のうち、テレビは「字幕付き」

の設置に努めます。

（ケ）各種問い合わせ対応（情報班）

作成した避難者名簿に基づき、安否確認等の問い合わせに対応します。避難者

のプライバシーと安全を守るため、受付・対応者を特定します。

受付・対応者は、電話を直接避難者には取り継がないようにします。電話があ

った場合には、避難者又は家族等に伝え、折り返し避難者の方から連絡します。

（福祉避難所内の電話は受信専用とします。）

（コ）相談窓口の設置（情報班）

避難している要配慮者とその家族が様々なことについて相談できるよう窓口

を設置します。

（サ）救援物資受入（物資班）

災対福祉保健部の職員は、狛江市避難所運営基本マニュアル（以下「マニュア

ル」という。）に従い、「食料依頼伝票」（マニュアル様式４）及び物資依頼伝票

（マニュアル様式５）「食料依頼伝票・物資依頼伝票」（資料 13）により、市災害

対策本部に要請します。

（シ）物資配布・食料配布（物資班・食料班）

施設管理者は、災対福祉保健部の職員と協力し、市災害対策本部から支給され

る食料・物資を避難者に配給します。食料・物資は、十分に行き届かないことも

考えられるため、在庫の状況を常に把握して計画的に配給するとともに、公平性
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の確保に最大限配慮して配給を行います。また、配給する物資によって、配給す

る担当者（男女の視点）についても配慮するなど、状況に応じた対応を行うよう

にします。物資配布の際は密にならないように配慮することや、配布前後の手指

の消毒など感染症にも注意します。

（ス）食事の用意（食料班）

作業台などは事前に消毒してから使います。容器や食器は使い捨てが推奨され

ますが、使い捨て食器がない場合は食器をラッピングして使用します。

食物アレルギーの避難者に対応するため、提供する食事の原材料表示を避難者

が確認できるようにします。

配食は小分けにし、配食時に密にならないように工夫が必要です。食事の前に

は手指消毒をするとともに、発熱者等への配食には極力直接の手渡しではなく、

専用スペースに置いて渡すようにします。

発熱者等が使用した使い捨て容器については、感染廃棄物として取り扱います。

最後に炊事場は使用後に必ず清掃と消毒を行います。

（セ）施設管理（施設管理班）

福祉避難所内は、不特定多数の者が共同生活を行うことになります。過去の事

例においては、震災に乗じて不安心理に付け込んだ詐欺や窃盗、迷惑行為、性犯

罪、空き巣等が発生しています。秩序維持のため、福祉避難所内において、昼夜、

複数人による定期的な巡回を行います。また、入所者及び退所者の管理を行うよ

うにします。

（ソ）資機材（仮設トイレ等）設置（施設管理班）

主にトイレについて記載しています。施設管理者は、施設内のトイレが使用可

能かどうか早急に調べ、排水管の破損等により使用不可能なトイレは使用を禁止

し、応急的に次の方法で対応します。

①既設のトイレを活用した汚物処理剤による処理

②簡易トイレ（備蓄品）

衛生管理（清掃、手洗い消毒液の交換など）は毎日行います。仮設トイレのく

み取りは、状況を見て早めに要請します。

トイレの使用についての注意事項を福祉避難所内トイレ及び仮設トイレそれ

ぞれに張り、避難者への周知徹底を図ります。

避難者数に比べてトイレ数が少ない場合などは、仮設トイレの設置を市災害対

策本部に要請します。

トイレの夜間照明を明るくする、男子トイレと女子トイレの距離をあける、障
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がい者対応の共用トイレを複数設ける、といった工夫をします。

（タ）施設環境整備、廃棄物管理（施設管理班）

福祉避難所全体で毎日１回の清掃を心掛けます。

避難者自身も可能な範囲で清掃に協力します。

ごみの集積場所（収集が容易で屋外の直射日光が当たらない場所）を指定し、

張り紙などにより避難者等への周知徹底を図ります。

避難者に各自で可燃・不燃ごみなどに分別させ、所定の場所へ整然と置くよう

指示します。

（チ）防疫に関する対応（保健・衛生・防疫班）

「災害時の衛生管理の方法」（資料 11）を参考に防疫に関する対応を行います。

（ツ）要配慮者の対応（保健・衛生・防疫班）

避難している要配慮者の健康状態や必要な支援などを把握します。

男女のニーズの違い等に十分配慮し、プライバシーの保護に努めます。

避難生活のなかで性暴力がおこるおそれがあり、特に障がいのある女性は暴力

から逃れるのが困難なことがあります。性暴力の防止対策及び万が一被害があっ

た場合の相談・支援体制を用意します。

福祉避難所では、「要配慮者の特徴と配慮事項」（資料 12）を参照して、要配慮

者それぞれの配慮事項に応じた対応を図ります。

（テ）発熱者等の対応（保健・衛生・防疫班）

発熱者等に関しては専用のスペースに移し、専任スタッフを配置して避難生活

を支援します。発熱者等を専用スペースに移す際には、独立した導線を確保しま

す。その後、リーダーへの報告とともに災対福祉保健部に連絡し、多摩府中保健

所や東京都福祉局、医師会への連絡・相談を行います。

（ト）既存の福祉サービスの提供（保健・衛生・防疫班）

要配慮者が災害前に受けていた福祉サービスや医療を災害後も継続的に受け

ることができるよう福祉事業者等と連携を図り、避難している要配慮者が必要な

福祉サービスを受けられるよう努めます。

福祉避難所におけるホームヘルパーの派遣等の在宅福祉サービスの提供は、福

祉各法により実施します。
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（４）福祉避難所の閉鎖

災対福祉保健部の職員は、福祉避難所の利用が長期化し、福祉避難所によって避

難者数にばらつきが出るなどした場合には、市災害対策本部と連携しながら福祉避

難所の統廃合を図ります。

災対福祉保健部の職員は、避難している要配慮者及びその家族に十分説明し、福

祉避難所の統廃合についての理解と協力を求めます。

災対福祉保健部の職員は、避難している要配慮者が撤収し、福祉避難所としての

目的を達成したときは、施設管理者と連携して、必要な原状回復を行い、福祉避難

所を閉鎖します。
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３ 平常時における取組

（１）福祉避難所の周知

市（福祉保健部）は、災害発生時に要配慮者の支援を円滑に行うため、福祉避難

所に関する情報を広く住民に周知します。特に要配慮者及びその家族、自主防災組

織、支援団体等に対して、周知徹底を図ります。

（２）福祉避難所の資機材・人材の確保

ア 資機材の確保

市（総務部及び福祉保健部）は、施設管理者と連携し、福祉避難所における必要

な物資・器材（この章の２（２）キの福祉避難所物品一覧表 41 頁～45 頁参照）を

調達できる体制の確保に努めます。

市（総務部及び福祉保健部）は、関係団体・民間事業者と協定を締結するなどの

連携を図ります。

施設管理者は、福祉避難所開設に必要な資機材の備蓄に努めるものとします。

イ 人材の確保

市（福祉保健部）は、要配慮者の避難生活を支援するために必要な有資格者（保

健師、看護師、薬剤師、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、ヘルパー等）の専

門的人材の確保に関して、関係団体・事業者等と協定を締結するなど、災害発生時

に人的支援を得られるよう連携を図ります。

狛江市市民活動支援センターは、一般ボランティアについて、防災講座の開催や

訓練等により、ボランティア養成に取り組み、災害発生時における福祉避難所への

受入体制を検討しておきます。

（３）社会福祉施設、医療機関等との連携

ア 福祉避難所の設置・運営にかかる連携強化

市（福祉保健部）は、専門的な人材の確保や福祉機器の調達、緊急入所等に関し

ての協力を得るため、社会福祉施設、医療機関等との情報共有の場を設けます。

市（総務部・福祉保健部）は、社会福祉施設等の関係団体・事業者間との協力体

制も重要となることから、関係団体・事業者同士の協定を締結するなど、平常時か

ら連携強化を図ります。

市（福祉保健部）は、福祉避難所での感染症等の発生・拡大、発症した場合の適

切な対応を図るため、医師会等と協定を締結するなど平常時から連携強化を図りま

す。
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イ レイアウトの検討

市（福祉保健部）は、施設管理者と協議し、居住スペースが確保できるようレイ

アウトを検討します。

ウ 緊急入所等への対応

福祉避難所は、福祉施設に入所し、そこでの対応が想定できる者以外が対象とな

りますが、認知症の人など、専門的なケアを要する要配慮者については、専門的な

施設への緊急一時入所等の対応が必要となることから、市（福祉保健部）は、社会

福祉施設等と事前に協議を行い、連携を図ります。

次の者は、医療機関への移送が必要となるため、市（福祉保健部）は、平常時か

ら災害時の受入について医療機関等との連携を図ります。

①症状の急変等により医療処置や治療が必要と判断される者

②在宅の難病患者（人工呼吸器、酸素供給装置等使用）

（４）福祉避難所の設置運営訓練等の実施

市（総務部・福祉保健部）は、迅速な福祉避難所の開設が図られるよう、公共施

設に設置される福祉避難所にあっては総合防災訓練時等に施設管理者と連携して

設置運営訓練を実施し、協定を締結した民間施設に設置される福祉避難所にあって

は合同の訓練や連絡会議を開催するよう努めます。

また、市（福祉保健部）は、災害発生時において円滑に福祉避難所が設置・運営

できるよう民間の福祉施設の管理者と定期的にマニュアルの共有化を図ります。

自主防災組織（防災会、避難所運営協議会）、地域住民、関係団体、要配慮者、

その家族等に対して、要配慮者の避難支援対策、福祉避難所の開設手順やルール等

に関する知識を普及啓発します。併せて、ヘルプマーク24、ヘルプカード25、ヘルプ

カード兼手話ハンドブック、障がい者用ベスト26及び黄色いハンカチ27 等の普及を

進めます。

施設管理者は、各施設の職員に福祉避難所を開設した時の手順の周知を図るよう

努めます。

24 ヘルプマーク 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方等外見から分

からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるこ

とができるマークをいいます。
25 ヘルプカード 緊急連絡先や必要な支援内容などが記載されており、障がいのある方などが災害時や日

常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるためのカードをいいます。
26 障がい者用ベスト 災害時に支援を必要としていることが一目で分かるようにするため、要支援者が災

害時に着用するベストをいいます。視覚障がい者用、聴覚障がい者用及び全ての障がい者用の３種類の

ベストがあります。
27 黄色いハンカチ 狛江市障害者団体連絡協議会が作成したハンカチで、災害時に身に付けたり、バッグ

に付けたり、ドアのノブに巻いたりすることにより、避難支援の目印となるものをいいます。
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【ヘルプマーク】 【ヘルプカード】

 

狛江市 

【ヘルプカード兼手話ハンドブック】

【表】 【裏】
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【視覚障がい者用災害ベスト】 【聴覚障がい者用災害ベスト】

【全ての障がい者用災害ベスト】 【黄色いハンカチ】

SOS

SOS
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資料集

【資料１】狛江市避難行動要支援者個別避難計画作成申込書兼個別避難計画
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【資料１-２】在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画

在宅人工呼吸器使用者のための

災害時個別支援計画

氏名 様

住所

電話番号

現在療養している部屋の位置

年１回は見直しましょう。

あなたの自宅付近のハザードマップ □洪水 □土砂災害

地震に関する地域危険度 □建物倒壊 □火災

避難行動要支援者登録 □済 □未
①登録予定 ＿年＿月＿日

②登録しない

作成日 年 月 日

更新日 年 月 日

年 月 日

年 月 日
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【資料２】福祉避難所受入対象候補者状況チェック表

避難所 ⇒ 災対福祉保健部

福祉避難所受入対象候補者状況チェック表（表紙）

年 月 日

福祉避難所受入対象候補者について、以下のとおり報告いたします。

福祉避難スペース名

候 補 者 人 数 人

担 当 連 絡 先

氏 名

電 話

F A X

様式 19（表紙）様式 19（表紙）
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避難所 ⇒ 災対福祉保健部

福祉避難所受入対象候補者状況チェック表（個人）

★「特別な配慮」又は「集団生活への支障」を考慮して選択する。

氏名 住所 電話番号

生年月日 年齢 性別 【医療機関、服薬等】

介助者 続柄 住所 電話番号

１ 移動 避難所内での移動に困難がある ない ある

２ 食事 食事摂取に困難がある ない ある

３ 排泄 排泄に困難がある ない ある

４ 他害行為 他人を傷つけてしまう ない ある

５ 自傷行為 自ら自分の体を傷つける ない ある

６ 幻覚・妄想 実際に無いものが見えたり、聞こえたりする ない ある

７ 盗癖 他の人のものを勝手に持ち出してしまう ない ある

８ 火の扱い 火をいたずらする、不始末がある ない ある

９ 徘徊 無意識に歩き回る ない ある

10 興奮・パニック
興奮・パニック状態になりやすく、感情が不安定で

衝動的な行動がある
ない ある

11 不潔行為 排泄物（糞尿）を触る、散らす ない ある

12 被害的 実際には盗られていないものを取られたと訴える ない ある

13 不眠・昼夜逆転 夜間眠らない、又は昼夜逆転している ない ある

14 大声を出す 意識するしない関わらず大声を出してしまう ない ある

15 破壊行為 物や衣服を壊したり、破いたりする ない ある

16 強いこだわり 特定のものや人に対する強いこだわりがある ない ある

17 突発的行為 突然走り出したり、抱きついたりする ない ある

18 不安・緊張
他人と交流することが難しい、引きこもってしま

う
ない ある

合計数

【特記事項】（身体面や精神面、医療に関する状況要介護度や障害者手帳の等級、本人独自の

コミュニケーションの方法等を記載する。）

福祉避難所入所の

ご本人又はご家族の希望
ある・なし 優先度 A・B・C
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【資料３】福祉避難所状況報告書

福祉避難所 ⇒ 災対福祉保健部

福祉避難所状況報告書

〔福祉避難所名〕

開設日時 年 月 日 午前・午後 時 分

閉鎖日時 年 月 日 午前・午後 時 分

□ 第１報（参集後） □ 第２報（開設時） □ 第 報（開設後）

□ 第 報（閉鎖時）

発信者名 役 職 名

発信日時 年 月 日 午前・午後 時 分

市
災
害
対
策
本
部

受 信 者 名

受 信 日 時 年 月 日 午前・午後 時 分

受 信 手 段

受信先番号

周

辺

状

況

建物安全確認 未 実 施 ・ 安 全 ・ 要 注 意 ・ 危 険

人 命 救 助 不 要 ・ 必 要（約 人） ・ 不 明

延 焼 なし ・ 延焼中（約 件） ・ 大火の危険

土 砂 崩 れ 未発見 ・ あり ・ なし ・ 警戒中

ライフライン 断 水 ・ 停 電 ・ ガス停止・ 電話不通

道 路 状 況 通行可 ・ 片側通行・ 通行不可

建 物 崩 壊 ほとんどなし・あり（約 件） ・不明

要
配
慮
者
の

受
入

受 入 可 否 可能 ・ 不可能
受入可能人数

（ ）名

受入可能者の性別 男性（ ）名 ・ 女性（ ）名

要配慮者利用状況

区分 男 女 合計 内

訳

高齢者 障がい者 妊産婦 乳幼児 外国人 その他

人数 人 人 人 男 女 男 女 女 男 女 男 女 男 女

緊急を要する事項（具体的に箇条書き）

参 集 し た 市 職 員

参集した施設管理者等

そ の 他 の 参 集 者
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【資料４】福祉避難所（建物）立ち入り前の安全確認チェック表

福祉避難所（建物）立ち入り前の安全確認チェック表

【調査にあたっての特記事項】

１ 火災の延焼危険確認

□ このチェック表は、避難所開設の目安として応急危険度判定調査表（鉄筋及び鉄

骨鉄筋コンクリート造建築物等用）を参考に判定基準をより簡易にしたものであ

る。実際の応急危険度判定に代わるものではない。

□ チェックは、体育館や校舎等建物が異なるごとにそれぞれ確認する。

□ 建物が「使用不可」と思われる場合は、施設内には立ち入らない。

□ 「要注意」が２つ以上確認された場合は、「使用不可」とする。

□ 一度の調査で済ませず、定期的に（特に余震の後など）調査する。

(１) 近隣に火災が発生しているか。

□ 火災なし ・・・・・・ ２へ

□ 火災延焼中 ・・・・・・ (２)へ

(２) 消火の見込みはあるか。

□ 消火見込みあり ・・・・・・ ２へ

□ 延焼拡大の可能性あり ・・・・・・ (３)へ 消火活動や延焼防止活動（周辺

の建物に水をかける、燃えやすいものを

離すなど）を行う。

(３) 火災現場からの風向きは避難所に対してどの位置にあるか。

□ 風上：延焼危険なし ・・・・・・ ２へ ※風向きの変化に注意

□ 風下（煙が避難所側に向

かってくる。）
・・・・・・ 延焼危険あり ⇒ 建物使用不可

※消火活動を行うとともに風上へ移動する。（ただし、火災現場から避難所までの間に河

川や８ｍ以上の道路、密度の高い植栽や広場がある場合は焼け止まる可能性もある。）
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２ 避難所の建物外観及び隣接した建物の異常の確認

３ 避難所に影響を及ぼす周辺地域の安全確認

(１) 避難所と避難所に隣接した建物の外観を確認する。

□ 異常なし ・・・・・・ (2)以降へ

□ 建物の全体や一部の崩

壊・落階が見られる

・・・・・・ 使用不可

□ 建物の全体や一部の著し

い傾斜が見られる
・・・・・・

使用不可

□ 基礎の著しい破壊、上部

構造との著しいずれが確認

できる

・・・・・・ 使用不可

※「隣接した建物」とは、倒壊した場合に避難所に影響をおよぼす危険のある建物を指

す。（倒壊危険のあるエリアは、その建物の高さの範囲である。）

(２) 建物全体が沈下していないか。

□ １ｍ以上沈下 ・・・・・・ 使用不可

□ 20cm～１ｍ ・・・・・・ 要注意

□ ０～20cm ・・・・・・ 危険なし

(３) 建物全体が傾斜していないか。

※ 傾斜レベルの測り方：建物外壁の傾斜した側で、地上から 1.2ｍの高さの位置に、

振り子等をあてて真下に下ろし、壁から振り子までの距離 dを測ることで、おおよ

その判断を行う。

□ ６cm以上 ・・・・・・ 建物使用不可

□ ２cm～６cm ・・・・・・ 要注意

□ ０～２cm ・・・・・・ 危険なし

(１) 周辺でガスの匂いが充満していないか。

□ ガス臭あり ・・・・・・ ガス漏れ箇所が確認され、換気されるまで使用不

可

タバコ、炊き出し、ロウソクの点火等火気の使用は

禁止し、ガスの元栓を閉める。

※プロパンガスの場合：空気より重いため下部に

留まる性質がある。実際のガス漏れ箇所は、より

風上の高所である可能性がある。

d

1.2mの高さの
ところに振り
子をあてて下
ろし、壁と振
り子の距離 d
を測る。
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４ 建物内部の被害を目視で確認

※都市ガスの場合：空気より軽いので拡散するが、

十分な換気が必要である。

□ ガス臭なし ・・・・・・ (２)へ

(２) 建物の周囲で、崩壊の危険のある傾斜地等はあるか。

□ 地盤崩壊の危

険あり
・・・・・・

崩壊範囲を想定し、立入禁止エリアとする。

降雨が見込まれる場合は、ブルーシートを被せ、土

のう等で押える。

□ 地盤崩壊の危

険なし
・・・・・・ ４へ

※ ２で「使用不可」となった建物は立入禁止

※ ２で「要注意又は危険なし」となり、建物内部の確認をするときには、ヘルメッ

ト等を着用する。

※ 内部の目視は、各階ごとに確認する。

(１) 縦方向に歪みや破壊が見られるか。

上階を支える力がない可能性があり。

□ 異常なし ・・・・・・ (2)へ

□ 柱が高さ方向

に変形している
・・・・・・ 使用不可

□ サッシ等の開

口部が曲がって

いる

・・・・・・ 使用不可

□ 床が沈下して

いる
・・・・・・ 使用不可

(２) 柱や壁が損傷しているか。

□ 柱や壁のひび割れが２mm を超

え、鉄筋が露出している
・・・・・・ 使用不可

□ 比較的大きなひび割れが生じ

ているが、幅は２mm 以下であ

り、コンクリートの剥離は極め

てわずかである

・・・・・・ 危険なし

５ 落下危険物・転倒危険物の確認

※以下は、避難所の開設の可否に影響を与えるものではないが、見落とすと大きな事

故につながるおそれがある。
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（確認者記載欄）

危険物が確認され次第、撤去するか立入禁止区域とする。

（現状で大丈夫のように見えても、余震や風雨、避難者の接触等の状況も想定する。）

□ 窓枠・窓ガラス

□ 外装材・看板・機器類

□ 屋内階段

□ 化学薬品や燃料の保管状況の確認等

□ 避難経路となるような学校周辺の塀や門扉に倒壊危険があれば通行止めとする。

□ その他

□ 異常なし

確認日時

所 属

氏 名

以上が確認でき、建物内への受入が可能
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【資料５】福祉避難所開設要請書

市災害対策本部 ⇒ 福祉避難所

様

福祉避難所開設要請書

福祉避難所の開設及び設置運営について、次のとおり要請します。

狛江市長

施設名称

開 設 日 年 月 日（ ）から

備 考
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【資料６】福祉避難所避難者受入要請書

災対福祉保健部 ⇒ 福祉避難所

福祉避難所避難者受入要請書

施設名

施設管理者 様

狛江市長

次のとおり福祉避難所として避難者を受け入れていただくようお願いします。

要 請 日 時 月 日（ ）午前・午後 時 分

要 請 担 当 者

担当 班 氏名（ ）

電話 －

ＦＡＸ －

受 入 要 請 者 数

高齢者 人

障がい者 人

妊産婦 人

乳幼児 人

同行者 人

合計 人

受入開始希望日時 月 日（ ）午前・午後 時 分以降

特記事項
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【資料７】福祉避難所避難者個別名簿

福祉避難所避難者個別名簿

Ｎ Ｏ .

避難年月日 月 日 退去日

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

同伴者氏名

住 所
狛江市 丁目 －

緊急連絡先

（連絡可能な電話番号）
－ －

生 年 月 日 M．T．S．H．R 年 月 日（ 歳） 性別 男・女

対 象 区 分

（確認できる範

囲で記載）

□高齢者

□介護認定者（要介護 ・要支援 ）

□障がい者

□身体障がい者（身体障害者手帳 級）

□知的障がい者（愛の手帳 度）

□精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳 級）

□自立支援医療受給者（育成医療、養育医療、精神通院医療）

□難病等（ ）

□妊産婦（妊娠 月／出産予定日 月）

□乳幼児（ 歳）

□その他避難所での生活が困難である者

（ ）

具体的な状況・

配慮が必要な

事項
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【資料８】福祉避難所別避難者一覧表

福祉避難所別避難者一覧表

【福祉避難所名： 】

世帯

ＮＯ
本人

同行

者
氏名 フリガナ 性別 生年月日 住所 番地 電話番号 携帯電話番号 避難日 退去日 備考

12 ○ （例）狛江太郎 ｺﾏｴﾀﾛｳ 男 S48.1.1 和泉本町 １-１ 3430-1111 090-9999-1111 4/1 /

M・T・S・

H・R
- - - - / /

M・T・S・

H・R
- - - - / /

M・T・S・

H・R
- - - - / /

M・T・S・

H・R
- - - - / /

M・T・S・

H・R
- - - - / /

M・T・S・

H・R
- - - - / /

M・T・S・

H・R
- - - - / /

M・T・S・

H・R
- - - - / /
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【資料９】福祉避難所の運営経費請求書
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【資料 10】支出明細書
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【資料 11】福祉避難所閉鎖要請書

市災害対策本部 ⇒ 福祉避難所

様

福祉避難所閉鎖要請書

福祉避難所の閉鎖及び運営について、次のとおり要請します。

狛江市長

施 設 名 称

閉 鎖 日 年 月 日（ ）

備 考
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【資料 12】災害時の衛生管理の方法

災害時の衛生管理の方法

１ 感染症予防のポイント

（１）換気

感染症等の対応のため施設内は可能な限り空気の流れを作り、十分に換気される

ように気を付ける必要があります。季節により常に換気することが困難な場合は、

定期的な換気を心掛けます。

（２）清掃

ア 避難所では掃除機などを使うことは困難な場合があります。

イ 新聞紙を細かくちぎって、水をぬらして床へ撒き、ホコリがたたないようにして

１日１回は清掃しましょう。

（３）マスクの着用

風邪などの感染症予防のため、マスク（ハンカチでも代用可）でのどの保護をし

ましょう。せき・くしゃみの際にはハンカチなどで口と鼻を押さえ、他の人から２

メートル以上離れましょう。

（４）手洗い

ア 感染症予防には手洗いが一番ですが、災害時には水の確保が困難です。作業時の

手袋の着用は手の汚れと怪我を同時に防いでくれます。

イ 消毒用アルコールが配給された場合には、使用を周知しましょう。

ウ 手や体を清潔に保てるよう避難用品の中にウェットティッシュを入れておくと

よいでしょう。

（５）ごみ

ア ごみは、決められた場所に分別して収集しましょう。

イ ごみの処理が不適切だとハエなど害虫の発生につながります。決められた場所に

分別して、ビニール袋に入れ、廃棄しましょう。

ウ 普通廃棄物と発熱者等のゾーンから出る感染廃棄物は分けましょう。感染廃棄物

について、使用済のマスクなど感染につながる可能性の高いものについては、ごみ

袋を二重にし、ごみ袋の外側をアルコール又は次亜塩素酸ナトリウムで拭き取りま

しょう。

（６）消毒

感染症を予防するためには、トイレやごみの集積場、また、吐物などで汚染され
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た場所の消毒が重要です。

さらに、机、椅子、手すりなどより触ることが多い部分への定期的な消毒が必要

です。

（７）トイレ

ア トイレ利用のルールを作り、みんなで守りましょう。

イ 当番を決めて、定期的に清掃・消毒を実施しましょう。

ウ 手指消毒を行うスペースをトイレ近辺に確保しましょう。

エ 発熱者等の専用トイレを設置する対応を行った上で、さらに要配慮者及びその付

き添い者も、決められたトイレを使用することが推奨されます。

２ 消毒液の作り方

家庭にある塩素系漂白剤を利用し、消毒液を作ることができます。一般的な家庭用

の塩素系漂白剤の塩素濃度は、５～６％です。

【消毒液の調製の注意点】

○塩素系の漂白剤は、酸性の物質と混ぜ合わせると塩素ガスが発生し、大変危険です。

絶対に酸性の物質と混ぜ合わせないでください。

○調製時には、必ずゴム手袋を着用してください。

【消毒液の濃度（約 1,000ppm）】

[用途]

嘔吐物・糞便が付着した床、衣類の漬け置き

[消毒液の作り方]

①キャップ２杯分の塩素系漂白剤（約 10ml）を 500ml のペットボトルに入れます。

②水を肩口まで入れ、50 倍の水溶液を作ります。

③キャップを閉めて、よく振り混ぜます。 +

・できあがった消毒液をジョーロなどに入れ、汚染された

場所にまいた後、拭き取ります。

・汚染した衣類等は、消毒液に漬け込んだ後で洗濯します。

・作業時はマスク（ハンカチ可）などを着用してください。

キャップ２杯
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【消毒液の濃度（約 200ppm）】

[用途]

まな板、ふきん等の食器・器具、トイレの便座、ドアノブ、手すり、床等

[消毒液の作り方]

①キャップ２杯分の塩素系漂白剤（約 10ml）を２ｌのペットボトルに入れます。

②水を肩口まで入れ、250 倍の水溶液を作ります。

③キャップを閉めて、よく振り混ぜます。 +

・食器・器具類：消毒液に 10 分程度漬け込んだ後

水洗いします。

・まな板など：ティッシュ等に消毒液を含ませて消毒します。

・ドアノブ・テーブル等：消毒液を染み込ませたタオル等で拭きます。

キャップ２杯

間違って飲まないようペットボトルの取り扱いには注意しましょう。

ペットボトルには、消毒液・飲用不可等の表示をしっかり！！
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【資料 13】要配慮者の特徴と配慮事項

要配慮者の特徴と配慮事項

No 区分 避難行動の特徴 日頃から配慮しておきたい主な事項

１
一人暮らしの

高齢者

体力が衰え、運動機能が低

下し、自力での行動に支障

を来たす場合もある。

情報を伝達し、救助、避難及

び誘導してくれる人を確保

しておく。

２
寝たきり等

要介護高齢者

・自力で行動することがで

きない。

・危険情報を発信すること

が困難である。

・車いす（電動車いすを除

く。）、ストレッチャー、担

架、リアカー等の移動用具

と支援者を確保しておく。

・医療機関との連絡体制を

確立しておく。

３ 認知症の人

・自分で危険を判断し、行動

することが難しい。

・危険情報を発信すること

が困難である。

・避難及び誘導してくれる

人を確保しておく。

・医療機関との連絡体制を

確立しておく。

４ 視覚障がい者

視覚による異変・危険の察

知が不可能な場合又は瞬時

に察知することが困難な場

合が多く、単独では、素早い

避難行動がとれない。

・音声により周辺の状況を

説明する。

・安全な場所へ誘導してく

れる人を確保しておく。

５
聴覚障がい者

言語障がい者

・音声による避難及び誘導

の指示が認識できない。

・視界外の異変及び危険の

察知が困難である。

・自分の身体状況等を伝え

る際の音声による会話が

困難である。

・文字、光、色等の視覚によ

る認識手段を提供する。

・筆談が可能となるよう常

時筆記用具を携帯する。

６ 肢体不自由者

・装具、車いす、杖等を利用

しなければ移動できない

場合がある。

・自力歩行や素早い避難行

動が困難な場合が多い。

・自力で行動ができず、コミ

ュニケーションが困難な

こともある。

・車いす（電動車いすを除

く。）、ストレッチャー、担

架、リアカー等の移動用具

と支援者を確保しておく。

・医療機器を使用している

場合は、次項「内部障がい

者 難病罹患者」及び第８項

「人工呼吸器使用者」を参

照
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No 区分 避難行動の特徴 日頃から配慮しておきたい主な事項

７
内部障がい者

難病患者

・自力歩行や素早い避難行

動が困難な場合が多い。

・常時使用する医療機器（機

器によっては電気、酸素ボ

ンベ等が必要）、薬、ケア用

品等を携行する必要があ

る。

・車いす（電動車いすを除

く。）・ストレッチャー、担

架、リアカー等の移動用具

と支援者を確保しておく。

・外見では分からない障が

いであることを周知する。

・医療機関との連絡体制を

確立しておく。

・薬、ケア用品、電源等を確

保しておく。

８

在宅人工呼吸器

使用者

（特に、24時間

使用者）

・素早い避難行動が困難で

ある。

・人工呼吸器、吸引機等常時

使用する医療機器の予備

電源、蘇生バッグ、薬や衛

生用品、ケア用品等を携帯

する必要がある。

・車いす（電動車いすを除

く。）、ストレッチャー、担

架、リアカー等の移動用具

と支援者（４人以上）を確

保しておく。

・災害発生時に状態が悪化

した場合を見据え、相談先

（かかりつけ医、訪問看護

ステーション、医療救護所

等）を市の支援窓口等担当

部署やかかりつけ医と話し

合っておく。

・本人・家族、関係者は、平

常時からどのような状態の

悪化が受診、入院の目安と

なるのかについて、かかり

つけ医に相談しておく。

（「東京都在宅人工呼吸器

使用者災害時支援指針-災

害時における人工呼吸器の

作動確認と対応の流れ-」60

頁参照）。

・薬や衛生用品、ケア用品、

電源等を確保しておく。



- 91 -

「災害時要配慮者への災害対策推進のための指針（区市町村向け）」を一部変更

No 区分 避難行動の特徴 日頃から配慮しておきたい主な事項

９ 知的障がい者

異変及び危険の認識が不

十分な場合や発災に伴っ

て精神的動揺が激しくな

る場合がある。

安全な場所に誘導し、精神的

に不安定にならないように

対応できる人を確保してお

く。

10 精神障がい者

・発災に伴って精神的動揺

が激しくなる場合がある

が、多くは自分で危険を

判断し、行動することが

できる。

・普段から服薬している薬

を携行する必要がある。

・精神疾患の症状は人により

様々であり、本人及び支援

者が症状等の情報を周囲に

伝えられるようにしておく

ことが必要である。

・極力、服薬の中断を来たさ

ないようにし、本人及び援

護者は服薬に関する情報

（薬の名称や服薬のタイミ

ング等を知っていることが

必要である。

・医療機関との連絡体制を確

立しておく。

11 乳幼児

・感情を十分言語化でき

ず、意思疎通がうまくで

きない。

・災害時には、疾患にかか

りやすい子や、赤ちゃん

がえりする子もいる。

・保護者側の災害対応力を高

めておく必要がある。

・自分で自分の身を守る方法

を習得させる。

12 妊産婦

自力で行動できる人が多

いが、出産まで心身の変化

が大きく安静が必要。

避難及び誘導してくれる人

を確保しておく。
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【資料 14】食料依頼伝票・物資依頼伝票

様式４
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様式５
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【資料 15】救助の種目別物資受払状況
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【資料 16】被災者台帳と連動したヒアリングシート

　　　　　　　　　市町村が事前に記入しておくこと

　　　　　　　　　発災後、速やかに記入すること

要配慮者情報 医療の状況

各種支援の必要性 ・通院（継続・中断）

・服薬（継続・中断）

情報の取扱い

※記入した内容は速やかに被災者台帳のデータベース等に入力すること

被災者台帳と連動したヒアリングシート

ふりがな 生年月日

氏名 性別

住所

世帯主

電話番号 メールアドレス

居所

避難場所 避難所・自宅・親戚・知人宅・車中泊・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

希望の避難場所 避難所・自宅・応急仮設住宅・災害公営住宅・親戚・知人宅・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

家族等の安否 就業の有無 有・無

要配慮者 該当・該当なし 医療サポートの利用状況

支援者 ・人工呼吸器

身体障害者手帳（種類・程度） ・在宅酸素

療育手帳 ・透析

精神保健福祉手帳 ・インスリン注射

要介護認定区分 ・ストーマ（人工肛門・人工膀胱）

理解できる言語（外国人の場合） ・アレルギー除去食

同伴避難のペット 有・無 ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

治療状況

トイレ 必要・必要なし

食事 必要・必要なし

入浴 必要・必要なし

移動 必要・必要なし

情報提供の同意 同意あり・同意なし

同意する情報提供先

基本情報

区
分
等
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【資料 17】プランの策定体制について

【狛江市避難行動要支援者避難支援連絡協議会委員名簿】（令和８年３月現在）

選出区分 氏名 所属

市職員（会長） 古内 洋一
狛江市福祉保健部福祉政策

課長

市職員（副会長） 松井 崇 狛江市総務部安心安全課長

狛江市民生委員児童委員協議会の

代表者
玄間 稔

狛江市民生委員児童委員協

議会高齢者福祉部会部会長

狛江市社会福祉協議会の職員 大山 寛人
狛江市社会福祉協議会 総務

課長

地域包括支援センターの職員 小木 都紀子
地域包括支援センターこま

え苑センター長

町内会・自治会又はマンション等管

理組合の代表者
鈴木 茂

狛江市町会・自治会連合会副

会長

調布警察署の職員 黒田 真一 警視庁調布警察署警備課長

狛江消防署の職員 牧野 史周
東京消防庁狛江消防署警防

課長

福祉サービス事業者の職員

石渡 典子
狛江市介護支援専門員連絡

会幹事

沼田 洋平
狛江市障がい福祉サービス

等事業所連絡会会長


